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目－1 

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.1.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 原子炉緊急停止 

(b) 再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑制 

(c) 自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇防止 

(d) ほう酸水注入 

(e) 制御棒挿入 

(f) 原子炉圧力容器内の水位低下操作による原子炉出力抑制 

(g) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｂ．手順等 

1.1.2 重大事故等時の手順 

1.1.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「スクラム」（原子炉

出力） 

(2) 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度制御」 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択 

1.1.2.2 その他の手順項目について考慮する手順 

添付資料1.1.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料1.1.2 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料1.1.3 原子炉自動スクラム設定値リスト 

添付資料1.1.4 ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 説明図 
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1.1－13 

対応フローを第1.1－2図に，タイムチャートを第1.1－3図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に原子炉スクラ

ム状況の確認を指示する。原子炉スクラムが成功していない場合

は，手動スクラム・スイッチによる原子炉手動スクラム及び手動に

よる代替制御棒挿入機能を作動させるように指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，スクラム警報の発生の有無，制御棒の

挿入状態及び原子炉出力の低下の状況を状態表示にて確認する。 

③運転員等は中央制御室にて，原子炉スクラムが成功していない場合

は，手動スクラム・スイッチによる原子炉手動スクラムを実施す

る。 

④運転員等は中央制御室にて，原子炉モード・スイッチを「停止」位

置に切り替える。 

⑤運転員等は中央制御室にて，代替制御棒挿入機能を手動で作動させ

る。 

⑥発電長は，上記⑤の操作を実施しても全制御棒全挿入位置となら

ず，未挿入の制御棒が1本よりも多い場合は，ＡＴＷＳと判断し，

運転員等に非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度

制御」への移行を指示する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから非常時運転手順書Ⅱ（徴候

ベース）原子炉制御「反応度制御」への移行まで2分以内で可能であ

る。 

(2) 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度制御」 

ＡＴＷＳ発生時に，発電用原子炉を安全に停止させる。 
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1.1－14 

ａ．手順着手の判断基準 

非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「スクラム」（原子炉

出力）の操作を実施しても，制御棒1本よりも多くの制御棒が未挿入の

場合。 

なお，制御棒操作監視系の故障により，制御棒の位置が確認できない

場合もＡＴＷＳと判断する。 

ｂ．操作手順 

非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度制御」におけ

る操作手順の概要は以下のとおり。各手順の成功は，全制御棒全挿入ラ

ンプの点灯及び原子炉出力の低下により確認する。手順の対応フローを

第1.1－4図及び第1.1－5図に，概要図を第1.1－6図及び第1.1－7図

に，タイムチャートを第1.1－8図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に再循環系ポン

プ停止による原子炉出力の抑制操作，並びに自動減圧系の起動阻止

スイッチによる自動減圧系及び過渡時自動減圧機能の自動起動阻止

操作を指示する。 

②運転員等は中央制御室にて，代替再循環系ポンプトリップ機能によ

る再循環系ポンプの自動停止状況を状態表示にて確認する。代替再

循環系ポンプトリップ機能が作動していない場合は，手動操作によ

り再循環系ポンプを停止する。 

③運転員等は中央制御室にて，自動減圧系の起動阻止スイッチによる

自動減圧系及び過渡時自動減圧機能の自動起動阻止操作を実施す

る。 

④発電長は，再循環系ポンプ停止による原子炉出力の抑制操作，並び

に自動減圧系の起動阻止スイッチによる自動減圧系及び過渡時自動
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第 1.1－2 図 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「スクラム」（原子炉出力）における発電用原子炉の緊急停止

対応フロー
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第 1.1－4 図 非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）原子炉制御「反応度制御」における発電用原子炉の緊急停止対応フロー 
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柏崎刈羽原子力発電所／東海第二発電所 技術的能力比較表

【対象項目：1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等】

38 

柏崎刈羽原子力発電所６／７号炉 設置変更許可申請書 再補正（平成 29年 12月 18 日） 東海第二 備考 
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目－1

1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手

順等 

＜ 目 次 ＞ 

1.2.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方

(2) 対応手段と設備の選定の結果

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却

(b) 重大事故等対処設備

ｂ．サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の発電用原子炉

の冷却

(b) 復旧

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｃ．監視及び制御 

(a) 監視及び制御

(b) 重大事故等対処設備

ｄ．重大事故等の進展抑制時の対応手段及び設備 

(a) 重大事故等の進展抑制

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

ｅ．手順等 

1.2.2 重大事故等時の手順 

1.2.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水

ａ．中央制御室からの高圧代替注水系起動 
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目－2

ｂ．現場手動操作による高圧代替注水系起動 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択

1.2.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉圧力容器へ

の注水

ａ．現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

(2) 復旧

ａ．代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

ｂ．代替直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択

1.2.2.3 重大事故等の進展抑制時の対応手順 

(1) 重大事故等の進展抑制

ａ．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入及び注水 

ｂ．制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択

1.2.2.4 設計基準事故対処設備を使用した対応手順 

(1) 原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水

(2) 高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水

1.2.2.5 その他の手順項目について考慮する手順 

添付資料1.2.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料1.2.2 自主対策設備仕様 

添付資料1.2.3 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料1.2.4 重大事故対策の成立性 

1．現場手動操作による高圧代替注水系起動

(1) 現場手動操作による高圧代替注水系起動
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1.2－8 

(b) 重大事故等対処設備 

高圧代替注水系の中央制御室からの操作及び現場操作による発電用

原子炉の冷却で使用する設備のうち，常設高圧代替注水系ポンプ，高

圧代替注水系タービン止め弁，逃がし安全弁（安全弁機能），サプレッ

ション・チェンバ，高圧代替注水系（蒸気系）配管・弁，主蒸気系配

管・弁，原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁，高圧代替注水系（注

水系）配管・弁，高圧炉心スプレイ系配管・弁・ストレーナ，原子炉隔

離時冷却系（注水系）配管・弁，原子炉圧力容器，常設代替直流電源設

備，可搬型代替直流電源設備，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流

電源設備及び燃料給油設備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備である原

子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が故障した場合において

も，発電用原子炉を冷却することができる。 

ｂ．サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の発電用原子炉

の冷却 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により，設計基準事

故対処設備である原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による

発電用原子炉の冷却ができない場合は，上記「ａ．(a) 高圧代替注

水系による発電用原子炉の冷却」の手段に加え，現場での人力による

弁の操作により原子炉隔離時冷却系を起動し発電用原子炉を冷却する

手段がある。 
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1.2－9 

この対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期

間，原子炉隔離時冷却系の運転を継続する。 

ⅰ) 原子炉隔離時冷却系の現場操作による発電用原子炉の冷却 

現場での人力による弁の操作により原子炉隔離時冷却系を起動し

発電用原子炉を冷却※５する設備は以下のとおり。 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

・原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁 

・逃がし安全弁（安全弁機能） 

・サプレッション・チェンバ 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 

・主蒸気系配管・弁 

・原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレーナ 

・原子炉圧力容器 

※5：原子炉隔離時冷却系による発電用原子炉の冷却は，ヘッドス

プレイノズルによる原子炉圧力容器への注水である。 

また，上記原子炉隔離時冷却系を現場での人力による弁の操作で起

動したことにより発生する排水を処理する手段がある。 

排水設備による排水で使用する設備は以下のとおり。 

・水中ポンプ 

・ホース 

・仮設発電機 

・燃料給油設備 

(b) 復旧 
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1.2－11 

び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまで

の期間，原子炉隔離時冷却系の運転を継続することが可能である。 

ⅱ) 代替直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

可搬型代替直流電源設備により原子炉隔離時冷却系の運転継続に

必要な直流電源を確保して発電用原子炉を冷却※７する設備は以下

のとおり。 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

・逃がし安全弁（安全弁機能） 

・サプレッション・チェンバ 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 

・主蒸気系配管・弁 

・原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレーナ 

・原子炉圧力容器 

・所内常設直流電源設備 

・可搬型代替直流電源設備 

・燃料給油設備 

※7：原子炉隔離時冷却系による発電用原子炉の冷却は，ヘッドス

プレイノズルによる原子炉圧力容器への注水である。 

なお，可搬型代替直流電源設備へ燃料を給油することにより，原

子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔離時冷却

系の運転を継続することが可能である。 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

原子炉隔離時冷却系の現場操作による発電用原子炉の冷却で使用す

る設備のうち，原子炉隔離時冷却系ポンプ，原子炉隔離時冷却系蒸気
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1.2－12 

供給弁，逃がし安全弁（安全弁機能），サプレッション・チェンバ，

主蒸気系配管・弁，原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁・ストレ

ーナ，原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁及び原子炉圧力容器は

重大事故等対処設備として位置付ける。 

復旧にて使用する設備のうち，原子炉隔離時冷却系ポンプ，逃がし

安全弁（安全弁機能），サプレッション・チェンバ，原子炉隔離時冷

却系（蒸気系）配管・弁，主蒸気系配管・弁，原子炉隔離時冷却系

（注水系）配管・弁・ストレーナ，原子炉圧力容器，所内常設直流電

源設備，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，可搬型代

替直流電源設備及び燃料給油設備は重大事故等対処設備として位置付

ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備により，全交流動力電源が喪失した場

合，又は全交流動力電源の喪失に加えて常設直流電源系統が喪失した

場合においても，発電用原子炉を冷却することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備で

あるため，自主対策設備として位置付ける。あわせて，その理由を示

す。 

・排水設備 

排水を行わなかった場合においても，原子炉冷却材圧力バウンダ

リの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の

準備が整うまでの期間，原子炉隔離時冷却系の運転を継続すること

ができるが，排水が可能な場合は，原子炉隔離時冷却系の運転継続
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1.2－13 

時間を延長できることから，原子炉隔離時冷却系の機能を維持する

手段として有効である。 

ｃ．監視及び制御 

(a) 監視及び制御 

上記「ａ．(a) 高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却」及び

「ｂ．(a) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の発電

用原子炉の冷却」により発電用原子炉を冷却する際は，発電用原子炉

を冷却するための原子炉圧力容器内の水位を監視する手段がある。 

また，原子炉圧力容器へ注水するための高圧代替注水系及び原子炉

隔離時冷却系の作動状況を確認する手段がある。 

さらに，発電用原子炉を冷却するための原子炉圧力容器内の水位を

制御する手段がある。 

監視及び制御に使用する設備（監視計器）は以下のとおり。なお，

現場計器については，ＳＳ機能維持を担保する設計である。 

高圧代替注水系（中央制御室起動時）の監視計器 

・原子炉水位（広帯域，燃料域，ＳＡ広帯域，ＳＡ燃料域） 

・原子炉圧力 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・高圧代替注水系系統流量 

・サプレッション・プール水位 

高圧代替注水系（現場起動時）の監視計器 

・原子炉水位（広帯域※８，燃料域※８，ＳＡ広帯域※８，ＳＡ燃料域

※８） 

・高圧代替注水系系統流量 

・可搬型計測器 
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1.2－23 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現

場対応を運転員等（当直運転員及び重大事故等対応要員）4名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから現場手動操作による高圧

代替注水系起動での原子炉圧力容器への注水開始まで58分以内で可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.2.4） 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フ

ローチャートを第1.2－19図に示す。 

給水・復水系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉隔離時冷

却系及び高圧炉心スプレイ系が故障により使用できない場合は，中央制御

室からの操作により高圧代替注水系を起動し原子炉圧力容器へ注水する。 

中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できない場合は，現場

での人力による弁の操作により高圧代替注水系を起動し原子炉圧力容器へ注

水する。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間，

高圧代替注水系の運転を継続する。 

1.2.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉圧力容器へ

の注水 

ａ．現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 
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1.2－24 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により，原子炉隔離時

冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，中央制御室からの操作及び現場での人力による弁の操作により高圧代

替注水系を起動できない場合，又は高圧代替注水系により原子炉圧力容器

内の水位を維持できない場合は，現場での人力による弁の操作により原

子炉隔離時冷却系を起動し，サプレッション・チェンバを水源とした原

子炉圧力容器への注水を実施する。 

なお，発電用原子炉を冷却するために原子炉圧力容器内の水位を原子

炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持するよ

うに原子炉水位（広帯域，燃料域，ＳＡ広帯域，ＳＡ燃料域）及び可搬

型計測器により監視する。また，これらの計測機器が故障又は計測範囲

（把握能力）を超えた場合，当該パラメータの値を推定する手順を整備

する。 

原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順については「1.15 事故

時の計装に関する手順等」にて整備する。 

（添付資料1.2.5） 

また，現場手動操作により原子炉隔離時冷却系を起動した場合は，潤滑

油冷却器の冷却水を確保するため，真空タンク点検口を開放することによ

り，原子炉隔離時冷却系ポンプ室に排水が滞留することとなるが，この排

水を処理しなかった場合においても，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧

対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまで

の期間，原子炉隔離時冷却系を水没させずに継続して運転できる。 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により中央制御室か

らの操作による原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系での原子
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1.2－25 

炉圧力容器への注水ができない場合において，中央制御室からの操作

及び現場での人力による弁の操作により高圧代替注水系を起動できない

場合，又は高圧代替注水系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水

位低（レベル３）以上に維持できない場合。 

(b) 操作手順 

現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動手順の概要は以下のと

おり。手順の対応フローを第1.2－2図及び第1.2－3図に，概要図を第

1.2－8図，第1.2－9図に，タイムチャートを第1.2－10図に示す。 

【現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動（運転員操作）】 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に現場手動操

作による原子炉隔離時冷却系起動の準備開始を指示する。 

②発電長は，災害対策本部長代理に現場手動操作による原子炉隔離時

冷却系起動にて発生する排水の処理を依頼する。 

③運転員等は中央制御室にて，原子炉水位及び原子炉隔離時冷却系

系統流量の計器端子台に可搬型計測器の接続を実施し，発電長に

原子炉圧力容器内の水位を報告する。 

④運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，原子炉隔離時冷却系の駆動

蒸気圧力が確保されていることを原子炉建屋原子炉棟地下1階

（管理区域）の原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力指示値が規

定値以上であることにより確認する。 

⑤運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，原子炉隔離時冷却系タービ

ン及びポンプに使用している潤滑油冷却器の冷却水を確保するた

め，原子炉隔離時冷却系真空タンク点検口の開放操作を実施後，

原子炉隔離時冷却系潤滑油クーラ冷却水供給弁の全開操作を実施

し，発電長に原子炉隔離時冷却系の冷却水確保完了を報告する。 
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1.2－26 

⑥運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，現場手動操作による原子炉

隔離時冷却系起動の系統構成として，原子炉隔離時冷却系トリッ

プ・スロットル弁の全開を確認するとともに，原子炉隔離時冷却

系ポンプ出口弁及び原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁の全開操作

を実施後，原子炉隔離時冷却系タービングランド部からの蒸気漏え

いに備え防護具（自給式呼吸用保護具及び耐火服）を装着し，発

電長に現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動の準備完了を

報告する。 

⑦発電長は，運転員等に現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起

動及び原子炉圧力容器への注水開始を指示する。 

⑧運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて，原子炉隔離時冷却系蒸気供

給弁を徐々に開操作することにより原子炉隔離時冷却系を起動

し，原子炉隔離時冷却系タービンの回転数を可搬型回転計にて確認

しながら規定回転数に調整する。また，原子炉建屋原子炉棟地下2

階原子炉隔離時冷却系ポンプ室（管理区域）の現場監視計器により

原子炉隔離時冷却系の作動状況を確認し，発電長に作動状況に異

常がないことを報告する。 

⑨運転員等は中央制御室にて，原子炉圧力容器への注水が開始され

たことを可搬型計測器による原子炉水位指示値及び原子炉隔離時

冷却系系統流量指示値の上昇により確認し，作動状況に異常がな

いことを発電長に報告するとともに，原子炉隔離時冷却系ＳＡ蒸

気止め弁を現場手動操作にて操作することにより原子炉水位低

（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で原子炉圧力容

器内の水位を制御する。なお，中央制御室にて原子炉水位及び原

子炉隔離時冷却系系統流量の監視ができない場合は，原子炉建屋
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1.2－27 

原子炉棟にて可搬型計測器により原子炉水位指示値を監視し，現

場計器にて原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力指示値を確認する

ことで，原子炉圧力容器の水位を制御する。 

【原子炉隔離時冷却系排水処理（重大事故等対応要員操作）】 

①災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に排水処理を指示す

る。 

②重大事故等対応要員は，排水処理に必要な発電機，水中ポンプ，電

源ケーブル及びホースの準備を行い，原子炉建屋屋外まで移動す

る。 

③重大事故等対応要員は，防護扉を開放する。 

④重大事故等対応要員は，原子炉建屋屋外に発電機を設置，原子炉建

屋原子炉棟地下2階（管理区域）の原子炉隔離時冷却系ポンプ室に

水中ポンプ及びホースを設置，原子炉建屋原子炉棟地下1階（管理

区域）に電源ケーブルを搬入する。 

⑤重大事故等対応要員は，発電機－モータコントロールセンタ間及び

発電機－水中ポンプ間の電源ケーブルを敷設し，モータコントロー

ルセンタの各端子へ電源ケーブルを接続する。 

⑥重大事故等対応要員は，原子炉建屋原子炉棟地下 2階 原子炉隔離

時冷却系ポンプ室の水密扉を開放し固縛する。 

⑦重大事故等対応要員は，水中ポンプの吐出側にホースを接続し，接

続したホースを原子炉建屋原子炉棟地下2階 原子炉棟床ドレン・

サンプまで敷設する。 

⑧重大事故等対応要員は，発電機を起動させるため，発電機本体から

起動操作を行い発電機を起動させる。 
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1.2－28 

⑨重大事故等対応要員は，水中ポンプを起動させるため，制御盤から

起動操作を行い水中ポンプを起動させ，原子炉棟床ドレン・サン

プへ送水を開始する。 

⑩重大事故等対応要員は，水中ポンプの運転状態を制御盤の状態表示

にて確認する。 

⑪重大事故等対応要員は，排水処理を開始したことを災害対策本部長

代理に報告する。また，災害対策本部長代理は発電長に報告する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現

場対応を運転員等（当直運転員及び重大事故等対応要員）8名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉隔離時冷却系によ

る原子炉圧力容器への注水開始まで125分以内，重大事故等対応要員

による排水処理開始まで300分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具（自給式呼吸

用保護具及び耐火服），照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通

常運転時と同程度である。 

原子炉隔離時冷却系ポンプ室に現場運転員が入室するのは原子炉隔離

時冷却系起動時のみとし，その後速やかに退室する手順とする。したが

って，原子炉隔離時冷却系タービングランド部からの蒸気漏えいに伴う

環境温度の上昇による運転員への影響はないものと考えており，防護具

（自給式呼吸用保護具及び耐火服）を確実に装着することにより本操作

が可能である。 

（添付資料1.2.4） 

(2) 復旧 

ａ．代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 
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1.2－30 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に

必要な直流電源を所内常設直流電源設備により給電している場合は，所

内常設直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に可搬型代替直流電源設備と

して使用する可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器により原子炉隔離

時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保して原子炉圧力容器へ注水

する。 

なお，全交流動力電源の喪失により残留熱除去系（サプレッション・

プール冷却系）が機能喪失し，サプレッション・プール水の温度が原子

炉隔離時冷却系の設計温度を超えると想定される場合，原子炉圧力容器

への注水を低圧代替注水系（可搬型）に切り替える。 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に

必要な所内常設直流電源設備の蓄電池が枯渇により機能が喪失すると

予測される場合で，代替交流電源設備により直流電源を確保できない

場合。 

(b) 操作手順 

可搬型代替直流電源設備に関する手順等は「1.14 電源の確保に関

する手順等」にて整備する。 

(c) 操作の成立性 

可搬型代替直流電源設備に関する操作の成立性は「1.14 電源の確

保に関する手順等」にて整理する。 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フ

ローチャートを第1.2－19図に示す。 

ａ．全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統が喪失した場合の対応 
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全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統の喪失により，原子炉隔離

時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができ

ない場合は，中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動し原子

炉圧力容器へ注水する。 

中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できない場合は，

現場での人力による弁の操作により高圧代替注水系を起動し原子炉圧力

容器へ注水する。 

いずれの操作によっても高圧代替注水系を起動できない場合，又は高圧

代替注水系により原子炉圧力容器内の水位を維持できない場合は，現場で

の人力による弁の操作により原子炉隔離時冷却系を起動し原子炉圧力容器

へ注水する。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及

び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期

間，原子炉隔離時冷却系の運転を継続する。 

ｂ．全交流動力電源のみ喪失した場合の対応 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に

必要な直流電源を所内常設直流電源設備により給電している場合は，所

内常設直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に常設代替交流電源設備とし

て使用する常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備として使

用する可搬型代替低圧電源車により所内常設直流電源設備のうち直流

125V充電器に給電し，原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源

を確保して原子炉圧力容器へ注水する。 

代替交流電源設備による給電ができない場合は，可搬型代替直流電源

設備として使用する可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器により原子

炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保して原子炉圧力容器
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1.8－166

添付資料1.8.7 

ペデスタル（ドライウェル部）内の水位管理方法について 

東海第二発電所における，溶融燃料－冷却材相互作用及び溶融炉心・コンク

リート相互作用の影響抑制を考慮したペデスタル（ドライウェル部）（以下

「ペデスタル」という。）内の水位管理対策の内容を以下に示す。 

1. ペデスタルの構造及び設備概要 

東海第二発電所のペデスタルの概要図を第 1 図(a)及び(b)に示す。

ペデスタル内の底面及び側面には，原子炉圧力容器（以下「ＲＰＶ」とい

う。）が破損し溶融炉心（以下「デブリ」という。）が落下した際のペデス

タル構造健全性確保のため，ＺｒＯ２製のコリウムシールドを設置する。ま

た，コリウムシールド内は床ドレンサンプとして用いるために，コリウムシ

ールド表面にＳＵＳ製のライナを敷設し通常運転中の水密性を確保するとと

もに，その内側に機器ドレンサンプを設置する。 

ドライウェルにて生じる床ドレン及び機器ドレン並びに機器ドレンサンプ

を冷却するための冷却水は，第 1 図(a)及び(b)のようにペデスタル側壁の貫

通孔を通る配管により各ドレンサンプへ導かれる。これらの配管はコリウム

シールドの側壁部より高い位置からペデスタル内へ接続し，コリウムシール

ド内に堆積したデブリが配管へ流入しない設計とする。 

床ドレンサンプ内に流入した水は，1m に立ち上げたスワンネックから流

出させ，スリット及び配管を通じて原子炉建屋原子炉棟床ドレンサンプ設備

へ排水する。また，排水配管を分岐させベント管へ接続することで，事故時

においてペデスタルからサプレッション・チェンバへ排水する経路を設け

る。 
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ペデスタルの側壁は鋼製スカートを介してＲＰＶを支持しており，ＲＰＶ

下部プレナムの中心付近には原子炉冷却材浄化系のボトムドレン配管が接続

されているとともに，ペデスタル内には制御棒駆動水圧系配管が敷設されて

いる。 
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第 1 図(a) ペデスタル概要図（断面図） 
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第 1 図(b) ペデスタル概要図（平面図） 
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2. 水位管理方法 

通常運転時及び事故時におけるペデスタル内水位の管理方法を以下に示

す。 

(1) 原子炉起動前及び通常運転時 

原子炉起動前において，通常運転時のペデスタル床ドレンサンプの排水

性を確保するため，消火系，補給水系又は純水系を使用して必要によりペ

デスタル内への事前水張りを行い，ペデスタル内水位を約 1m（約 27m３）

にし，通常運転時のペデスタルへの流入水の計測を可能とする。 

通常運転時におけるペデスタル内へ流入する発生源が明らかな漏えい水

として原子炉格納容器内のドライウェル内ガス冷却装置から発生する凝縮

水等があり，これらが床ドレン水（ドライウェルエアークーラードレン含

む。）として原子炉格納容器内の床ドレン配管からペデスタル内へ流入

（2004 年 4 月 30 日～2011 年 3 月 11 日の通常運転時における実測値 多

量時：約 6.8m３／h，少量時：約 0.2m３／h）する。なお，通常運転時に発

生する原子炉格納容器内床ドレン水の放射能濃度は約 3.7Bq／ml である。 

ペデスタル内へ流入した床ドレン水は，ペデスタル内水位が約 1m の状

態で流入し，スワンネックから原子炉建屋原子炉棟床ドレンサンプ設備へ

排水されるため，その排水状況を格納容器床ドレン流量により確認するこ

とで，ペデスタル内水位が約 1m に維持されていることを確認できる。ま

た，ペデスタル内水位が約 1m に維持されていることを格納容器下部水位

にて確認することもできる。 

原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいが発生した場

合において，スワンネックから原子炉建屋原子炉棟床ドレンサンプ設備に

排水される過程で，格納容器床ドレン流量により原子炉冷却材圧力バウン

ダリからの原子炉冷却材の漏えい水を検出することが可能である。 
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(2) 事故発生からＲＰＶ破損まで 

ドライウェル圧力高信号及び原子炉水位異常低下（レベル１）信号によ

り，ペデスタル内へ流入する配管（床ドレン配管，機器ドレン配管及び原

子炉補機冷却水配管）に対してペデスタル外側に設置した制限弁を自動閉

止し，ペデスタルへの流入水を制限する。 

制限弁閉止前の流入水等により水位が 1m を超えた場合には，ベント管

に接続された床ドレン排水配管及び床ドレン排水弁を経由してサプレッシ

ョン・チェンバへ排水され，ＲＰＶ破損までにペデスタル内水位は 1m ま

で低下する。 

事故が発生し炉心が損傷した場合，格納容器下部注水配管から水位 1m

を超過するまで注水を実施し，その後排水することにより，ＲＰＶ破損時

に確実に水位 1m を確保する運用とする。これに要する時間は 30 分程度

（注水開始操作に要する時間（17 分），水位 10cm 分の注水に要する時間

（3 分），注水停止操作に要する時間（4 分）及び 5cm 分の排水に要する

時間（5 分）に余裕を加味した時間）と想定され，炉心損傷後のペデスタ

ル注水開始からＲＰＶ破損までの約 1.8 時間（事象進展の早い大破断ＬＯ

ＣＡ時の例）の間に余裕をもって実施可能である。 

なお，床ドレンサンプの水位をＲＰＶ破損までに 1m とする排水の過程

において，水位が 1.2m 以上であるときには，床ドレン排水配管及び床ド

レン排水弁を経路とした排水に加えて，ベント管に接続された機器ドレン

サンプ排水配管及び排水弁を経由してサンプレッション・チェンバに排水

することが可能である。 

ベント管に接続する床ドレン排水弁及び機器ドレン排水弁はＲＰＶ破損

前に閉とし，ＲＰＶ破損後のペデスタル水のサプレッション・チェンバへ

の流出を防止する。 
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(3) ＲＰＶ破損後 

ＲＰＶ破損及びデブリ落下後，ペデスタル内にて 0.2m 以上のデブリ堆

積を検知後に，80m３／h でペデスタル満水相当まで水位を上昇させるとと

もに，その後は満水近傍にて水位を維持する（別添 1）。 

また，上記(1)～(3)の水位管理を実現するための設備対策について別添 2 に

示す。 
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別添 1 

ペデスタル注水開始後の水蒸気爆発発生の可能性及び 

水蒸気爆発発生抑制の考え方について 

1. はじめに 

東海第二発電所では，水蒸気爆発（以下「ＳＥ」という。）によるペデス

タル構造への影響抑制のため，ＲＰＶ破損時のペデスタル水位を 1m と設定

し，ＳＥ影響評価を実施している。しかし，ＲＰＶの破損を判断した場合に

は，格納容器下部注水系（常設）によるペデスタル注水を実施する手順とし

ており，注水開始後には 1m を超える水位がペデスタル内に形成されること

となり，ＳＥ影響評価の想定を上回る規模のＳＥが発生する可能性がある。 

これに対して，ＲＰＶ破損及びペデスタル注水開始後のペデスタル内の状

況を推定し，ＳＥの発生可能性及びこれを考慮した水位管理について検討し

た。以下に検討の内容を示す。 

2. ＲＰＶ破損時のデブリ落下挙動 

ＲＰＶが破損するような状況においては原子炉注水機能が喪失している可

能性が高く，ＲＰＶ破損時にはデブリの大部分が下部プレナムに堆積するこ

とで，これらのデブリの重量及び熱的影響により制御棒駆動機構ハウジング

等のＲＰＶ貫通部溶接箇所が破損し，デブリが落下し始めると考えられる。

その後も，制御棒駆動機構ハウジングはペデスタル内において外部サポート

により支持されているため逸出が生じることは考えにくく，アブレーション

による破損口の拡大を伴いながら下部プレナムに堆積したデブリが継続的に

ペデスタルへ落下するものと考えられる。 

なお，有効性評価においては，溶融燃料－冷却材相互作用や溶融炉心・コ
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以上より，ＲＰＶ破損後にはペデスタル内の水は速やかに飽和状態に至る

とともに，0.2m までのデブリ堆積を検知後にペデスタル満水相当（水位

2.75m）までの注水を開始することにより，その後の注水過程でもペデスタ

ル内の水は飽和状態に維持されるため，ＳＥの発生は抑制されると考えられ

る。 

ペデスタル満水相当（水位 2.75m）まで注水を実施した後は，2.25m 及び

2.75m 高さの水位計を用いて，水位を 2.25m から 2.75m の範囲に維持するよ

うペデスタル注水を実施することで，サブクール度を小さく保ちＳＥの発生

を抑制しながら，デブリの冷却を継続する。 

また，ＲＰＶ破損後にＲＰＶ内の残存デブリ冷却のための注水を実施した

場合，注水の一部がＲＰＶの破損口からペデスタルへ落下しペデスタル内が

常に満水状態となることが考えられるが，以下の理由によりＳＥの発生は抑

制されると考えられる。 

・ＲＰＶからペデスタルへの落下水はＲＰＶ内に残存するデブリにより加

熱され，また，ペデスタル内の水はペデスタルに落下したデブリにより

加熱されているため，ペデスタル内の水は飽和状態を維持する

・ＲＰＶからペデスタルへの流入水のサブクール度が大きい場合，ＲＰＶ

内の残存デブリは冷却されており，ペデスタルへ落下する可能性は低い

ただし，ペデスタル注水手順は，先述のＲＰＶ破損口の拡大が生じない場

合のような，デブリが少量ずつペデスタルへ落下してくる可能性を考慮して

も，ＳＥの発生を抑制できるよう整備する（別紙参照）。 
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別紙 

デブリ少量落下時のＳＥ発生可能性を考慮したペデスタル注水管理について 

原子炉注水機能が喪失しＲＰＶ破損に至るような状況においては，デブリが

継続的に落下することによりペデスタル内の水は飽和状態となりＳＥの発生は

抑制されると考えられることから，ＲＰＶ破損の検知後には，確実なデブリ冠

水及び冷却のため，ペデスタル満水相当まで連続して注水を行うとともに，そ

の後もデブリの冷却に必要な量の注水を継続することとしている。その手順は

以下のとおりである。 

(a) ＲＰＶ破損前

ペデスタルへの事前注水及び排水配管からの排水により，水位は 1m に

維持される。 

(b) ＲＰＶ破損後

ＲＰＶ破損を判断した場合には，ペデスタル満水相当の水位 2.75m まで

注水を実施する。その後は，2.25m 及び 2.75m 高さの水位計を用いて，水

位を 2.25m から 2.75m の範囲に維持するようペデスタル注水を実施し，サ

ブクール度を小さく保ちＳＥの発生を抑制する。 

一方，ＲＰＶ破損前に原子炉注水機能が復旧した場合等に，少量のデブ

リがペデスタルに落下し残りの大部分がＲＰＶ内に残存する可能性や，デ

ブリがごく少量ずつ継続して落下する可能性も考えられ，デブリ落下挙動

には不確かさが存在する。したがって，このような場合において，ペデス

タル注水により水深が深く，サブクール度の大きい水プールが形成され，

その後ＲＰＶ内に残存したデブリが落下した際に万が一ＳＥが発生する可

能性についても考慮し，上記(a)及び(b)の手順に加え，以下(c)の手順に

よりペデスタルへの注水を管理することとする。 
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ただし，構造物へのデブリの付着量や形状によっては，輻射熱の影響に

より格納容器下部雰囲気温度が機能喪失する可能性も考えられることか

ら，格納容器下部雰囲気温度及び輻射熱抑制板は自主対策設備として設置

する。 

第 1 図 ペデスタル水位管理の概念図 
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別添 2 

ペデスタル排水設備対策について 

1． はじめに

通常運転中，事故発生からＲＰＶ破損まで及びＲＰＶ破損後について，

水位管理に必要な排水設備対策の方針を各々記載する。 

(1) 通常運転時

①ペデスタル内床ドレンサンプ

・ドライウェル内ガス冷却装置から発生する凝縮水，漏えい位置を特定で

きない格納容器内の漏えい水（以下「漏えい水」という。）が流入する

設計とする。（第 1 図）

・サンプの水位は，サンプから排水する排水配管の入口（スワンネック）

高さを床面から 1m に設定することで，常時 1m の水位を保つことが可能

な設計とする。（第 1 図）

・サンプへの流入水は，高さ 1m に設置する排水配管の入口（スワンネッ

ク）から，排水配管内を通じてサプレッション・チェンバを経由し．格

納容器外の原子炉建屋原子炉棟床ドレンサンプ設備へ全量排水される設

計とする。（第 1 図） 

・漏えい水は，運転中に生じるドライウェル内ガス冷却装置からの凝縮水

の流入によってサンプ水位は常時 1m に維持されているため，サンプに

流入する全量が排水され，原子炉建屋原子炉棟床ドレンサンプ設備に至

る過程で，床ドレン用流量計により 0.23m３／hを検出することが可能な

設計とする。（第 1 図）

・排水配管水平部の勾配は，通常運転中の排水性を確保する観点及びＲＰ

Ｖ破損後にスリット内でデブリが凝固するための必要な距離（スリット
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(3) ＲＰＶ破損後 

①ＲＰＶ破損後に達成すべき条件 

・ペデスタル床ドレンサンプへ落下したデブリを冷却するために，注水

できること。 

・ペデスタル床ドレンサンプの水位を管理できること。 

②条件を達成するための設備対策 

・ＲＰＶ破損後，デブリが機器ドレン配管及び原子炉補機冷却水配管を

溶融することにより，当該配管からペデスタル内へ内包水が流入する

ことを防止するため，ドライウェル圧力高信号及び原子炉水位異常低

下（レベル１）信号により，ペデスタル流入水の制限弁（機器ドレン

及び原子炉補機冷却水）を閉にする設計とする。（第 4 図）

・ＲＰＶ破損後のデブリ落下後に，格納容器下部注水系から注水を行う

設計とする。（第 4 図） 
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第 4 図 ペデスタル床ドレンサンプ注水概要図
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添付資料 1.8.9 

原子炉起動前及び通常運転時における 

ペデスタル（ドライウェル部）内の水位について 

原子炉起動前及び通常運転時におけるペデスタル（ドライウェル部）（以下

「ペデスタル」という。）内の水位について以下に示す。

1. 原子炉起動前におけるペデスタル内への事前水張り 

原子炉起動前において，通常運転時のペデスタル床ドレンサンプの排水性

を確保するため，消火系，補給水系又は純水系を使用して必要によりペデス

タル内への事前水張りを行い，ペデスタル内水位を約 1m（約 27m３）にし，

通常運転時のペデスタルへの流入水の計測を可能とする。 

2. 通常運転時におけるペデスタル内の水位維持 

通常運転時におけるペデスタル内へ流入する発生源が明らかな漏えい水と

して原子炉格納容器内のドライウェル内ガス冷却装置から発生する凝縮水等

があり，これらが床ドレン水（ドライウェルエアークーラードレン含む。）

として原子炉格納容器内の床ドレン配管からペデスタル内へ流入（2004 年 4

月 30 日～2011 年 3 月 11 日の通常運転時における実測値 多量時：約 6.8m

３／h，少量時：約 0.2m３／h）する。なお，通常運転時に発生する原子炉格

納容器内床ドレン水の放射能濃度は約 3.7Bq／ml である。 

ペデスタル内へ流入した床ドレン水は，ペデスタル内水位が約1mの状態で

流入し，スワンネックから原子炉建屋原子炉棟床ドレンサンプ設備へ排水さ

れるため，その排水状況を格納容器床ドレン流量により確認することで，ペ

デスタル内水位が約1mに維持されていることを確認できる。また，ペデスタ
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ル内水位が約1mに維持されていることを格納容器下部水位にて確認すること

もできる。 

原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいが発生した場合

において，スワンネックから原子炉建屋原子炉棟床ドレンサンプ設備に排水

される過程で，格納容器床ドレン流量により原子炉冷却材圧力バウンダリか

らの原子炉冷却材の漏えい水を検出することが可能である。
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46－14 ＳＲＶの耐環境性向上のための取組みについて
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1. はじめに

東海第二発電所の有効性評価では，格納容器破損モード「高圧溶融物放出／格納容器

雰囲気直接加熱」における評価事故シーケンス（以下「DCH シーケンス」という。）の解

析結果を入力として，逃がし安全弁（以下「SRV」という。）（自動減圧機能）の中で高温

影響を受けやすい部位の温度を評価し，評価した温度が第 1図に示す安全上重要な機器

の信頼性確認に関する研究（平成 7年度）の SRV 環境試験条件を下回ることで，SRV（自

動減圧機能）の機能が維持されることを確認している（添付資料①）。また，SRV 環境試

験は本体，補助作動装置（シリンダ，電磁弁等）を組み上げて実施しており，その範囲

を第 2図に示す。 

以下では，DCH シーケンス以外の SRV（自動減圧機能）に対して厳しい環境となる様々

なシーケンスを想定した場合の環境条件についてまとめる。 

第 1図 安全上重要な機器の信頼性確認に関する研究（平成 7年度）の SRV 環境試験条件
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第 2 図 安全上重要な機器の信頼性確認に関する研究（平成 7年度）の 

SRV 環境試験機器概要図 

2. 様々なシーケンスを想定した場合の SRV（自動減圧機能）の環境条件について

(1) SRV（自動減圧機能）の環境が厳しくなるシーケンスについて

SRV（自動減圧機能）は，本体と補助作動装置から構成されており，補助作動装置の

温度が上昇すると，電磁弁又はピストンのシール部が高温劣化し，SRV の機能に影響

を及ぼす恐れがある。このため，SRV（自動減圧機能）の高温劣化の観点から，格納容

器内が高温状態で長時間維持される事象について，以下に考察する。 

SRV が必要になるのは，原子炉注水のために原子炉圧力容器（以下「RPV」という。）

の減圧が必要になる場合であり，起因事象として過渡事象又は破断面積の小さい LOCA

を想定する（大破断 LOCA のような RPV 減圧が不要な事象は想定しない）。 
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炉心損傷の有無については，SRV（自動減圧機能）の環境が厳しくなるのは，炉心損

傷により格納容器内の雰囲気温度が上昇する場合であり，炉心が損傷するシーケンス

を想定する。 

SRV（自動減圧機能）に期待する時間としては，長時間期待する方が SRV（自動減圧

機能）にとって厳しい条件となることから，RPV が破損しない場合を想定する。 

以上を踏まえると，様々なシーケンスを想定した場合，SRV（自動減圧機能）の環境

が厳しくなるシーケンスは第 1表のとおりとなる。 

第 1表 SRV（自動減圧機能）の環境が厳しくなるシーケンス 

No. シーケンス

1 
破断面積の小さい LOCA＋炉心損傷＋SRV（自動減圧機能）開，低圧注水復旧＋RPV 破

損防止（SRV（自動減圧機能）開維持，低圧注水維持） 

2 
過渡事象＋炉心損傷＋SRV（自動減圧機能）開，低圧注水復旧＋RPV 破損防止（SRV

（自動減圧機能）開維持，低圧注水維持） 

なお，DCH シーケンスでは低圧代替注水系（常設）による原子炉注水機能を評価上

考慮しておらず，重大事故等対処設備の一部の機能に期待していない。また，代替格

納容器スプレイ冷却系（常設）や代替循環冷却系が機能喪失するシーケンスも存在し

得るが，このような重大事故等対処設備が機能喪失する場合は大規模損壊の範囲であ

り，SRV（自動減圧機能）の健全性確保が必須ではないと考える。 

(2) No.1（破断面積の小さい LOCA）シーケンスについて

破断口から D/W に蒸気等が流出することにより D/W 圧力及び雰囲気温度が上昇する

が，格納容器圧力が上昇し 465kPa[gage]に到達した場合は，代替格納容器スプレイ冷

却系（常設）により D/W スプレイを実施することから，D/W 圧力は 465kPa[gage] を超

えることはない。また，D/W スプレイ実施により D/W 内は過熱状態にはならず，D/W 雰

囲気温度は 465kPa[gage]の飽和温度（約 156℃）を超えることはない。さらに，東海

第二発電所では，SRV（自動減圧機能）の環境緩和のために事故後 90分後に代替循環

冷却系を起動し D/W へ連続してスプレイすることとしているため，仮に D/W 雰囲気温

度が約 156℃，D/W 圧力が 465kPa[gage]に一時的に到達した場合でも，代替循環冷却系

を起動後 D/W 雰囲気温度及び D/W 圧力は低下傾向となる。 

(3) No.2（過渡事象）シーケンスについて

RPV 内の蒸気は SRV（自動減圧機能）を介して S/Pに流入し凝縮されるため，S/P 水

が飽和状態となるまでは D/W 圧力及び雰囲気温度が大幅に上昇することはない。S/P

水が飽和状態になった後，格納容器圧力が上昇し 465kPa[gage]に到達した場合は，代
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替格納容器スプレイ冷却系（常設）により D/W スプレイを実施することから，D/W 圧

力は 465kPa[gage] を超えることはない。また，D/W スプレイ実施により D/W 内は過熱

状態にはならず，D/W 雰囲気温度は 465kPa[gage]の飽和温度（約 156℃）を超えるこ

とはない。さらに，東海第二発電所では，SRV（自動減圧機能）の環境緩和のために事

故後90分後に代替循環冷却系を起動しD/Wへ連続してスプレイすることとしているた

め，仮に D/W 雰囲気温度が約 156℃，D/W 圧力が 465kPa[gage]に一時的に到達した場

合でも，代替循環冷却系を起動後 D/W 雰囲気温度及び D/W 圧力は低下傾向となる。 

(4) SRV（自動減圧機能）の環境条件について 

① D/W 雰囲気温度について 

(2)(3)のとおり，SRV（自動減圧機能）の環境が厳しくなるシーケンスを想定する

と，D/W 雰囲気温度は最大約 156℃となり，代替循環冷却系の起動後は D/W 雰囲気温

度は低下傾向になるため，長期的にも第 1図に示す安全上重要な機器の信頼性確認

に関する研究（平成 7年度）の SRV 環境試験条件を下回ると考えられる。 

参考に，直接破断口からの蒸気が D/W に吹き出し，D/W 雰囲気温度が厳しくなる

No.1（破断面積の小さい LOCA）シーケンスを対象に D/W 雰囲気温度を解析した。な

お，破断面積としては，原子炉圧力容器破損までに DCH 防止のために SRV（自動減

圧機能）による減圧が必要となる範囲での最大の破断面積である 14cm２とし，D/W

雰囲気温度が厳しくなる条件とした。その結果，D/W 雰囲気温度の最大値は約 128℃

であり，156℃を下回ることを確認した（第 3図）。 

第 3図 破断面積の小さい LOCA シーケンスにおける D/W雰囲気温度の推移 

② D/W 圧力について 

D/W 圧力の上昇により SRV の機能が喪失する事象として，SRV の電磁弁等のシール
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材料に加わる外側圧力の上昇によりシール材料に加わる内外差圧が上昇することに

よる物理的破損（引張りによりシール材料が破断する）が考えられる。ただし，既

存の SRV に使用されているシール材（フッ素ゴム）の破断強度は 13MPa であるとこ

ろ，格納容器内に設置される場合，最大でも内外差圧は 0.62MPa 程度となること，

また，弁等の機器に組み込まれるシール材は，一般的にケーシング等によって変形

が拘束され過大な変形が発生することはないことから，物理的破損が発生する可能

性は極めて低く，D/W 圧力の増加による SRV の機能への影響はない。 

したがって，(2)(3)に記載した 465kPa[gage]は，第 1図に示す安全上重要な機器

の信頼性確認に関する研究（平成 7年度）の SRV 環境試験における圧力条件の最大

値（4.35kg/cm２g：約 0.427MPa[gage]）を上回っているが，SRV の機能への影響は

ない。 

以上のとおり，SRV（自動減圧機能）の環境が厳しくなるシーケンスを想定すると，

D/W 雰囲気温度は約 156℃を下回り，代替循環冷却系の起動後は D/W 雰囲気温度は低下

傾向になるため，長期的にも第 1図に示す過去の SRV 環境試験における温度条件を下

回る。また，D/W 圧力は第 1図に示す過去の SRV 環境試験における圧力条件を上回る

可能性があるが，SRV の機能への影響はない。 

3. まとめ 

東海第二発電所では，SRV（自動減圧機能）の環境が厳しくなるシーケンスを想定して

も，第 1図に示す過去の SRV 環境試験条件を SRV（自動減圧機能）の環境条件とすること

で問題ないと考える。また，SRV（自動減圧機能）は 7個存在し，仮に DCH 防止のための

原子炉の急速減圧に使用する SRV（自動減圧機能）2個が使えなくなった場合でも，残り

5個の SRV（自動減圧機能）を使用することにより長期的に減圧維持が可能である。 

さらに，東海第二発電所では，原子炉減圧機能の重要性に鑑み，以下の対応により RPV

減圧機能の信頼性向上を図ることとする。 

SRV（自動減圧機能）の作動に必要な窒素供給機能が喪失した場合を想定して非常用

逃がし安全弁駆動系を SRV（逃がし弁機能）4個に対して設置し，非常用逃がし安全

弁駆動系使用時には温度 200℃及び圧力 620kPa[gage]の環境下でも開保持できる設

計とする。 

SRV 用アクチュエータの耐環境性能向上のため，SRV（自動減圧機能）7個及び非常

用逃がし安全弁駆動系の流路となる SRV（逃がし弁機能）4個の計 11 個の SRV を対

象に，使用前検査までにシリンダーピストンの作動に影響を与えないシール部につ

いて改良型 EPDM 材を用いた改良品に変更する（添付資料②）。 

SRV 用電磁弁の耐環境性能向上のため，SRV（自動減圧機能）7個及び非常用逃がし

安全弁駆動系の流路となる SRV（逃がし弁機能）4個の計 11 個の SRV を対象に，使
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用前検査までに電磁弁の作動性能に影響を与えないシール部について改良型 EPDM

材に変更する（添付資料③）。 

以上
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高温環境下での逃がし安全弁の開保持機能維持について 

1. はじめに 

 原子炉水位が燃料有効長頂部を下回り，炉心損傷に至るような状況では，

原子炉圧力容器（以下「ＲＰＶ」という。）内に高温の過熱蒸気が発生する。

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱（以下「ＤＣＨ」という。）を防止

するためには，その様な環境下でも逃がし安全弁（以下「ＳＲＶ」という。）

を開保持し，ＲＰＶ内の圧力を 2.0MPa[gage]以下の低圧に維持する必要があ

る。 

 ＳＲＶは本体と補助作動装置から構成されているが，補助作動装置の温度

が上昇すると，電磁弁又はピストンのシール部が熱によって損傷し，ＳＲＶ

の開保持機能に影響を及ぼす恐れがある。 

 ここでは，炉心損傷後，ＤＣＨ防止のために原子炉の減圧を継続する環境

下においても，ＳＲＶの開保持機能が損なわれないことを評価する。 

2. 評価方法 

 電力共同研究「安全上重要な機器の信頼性確認に関する研究」において，

設計基準事故を包含する保守的な環境条件として，「171℃において 3 時間継

続の後，160℃において 3 時間継続した状態」でのＳＲＶ機能維持について確

認されている（以下「ＳＲＶ環境試験」という。）。また，長期の機能維持の

観点から，126℃において試験開始 24 時間後から 15 日後までの機能維持を確

認している。第 2 図にＳＲＶ環境試験条件を示す。 

このため，ＭＡＡＰコードによるＤＣＨ有効性評価解析より得られた環境

温度条件を入力として，３次元熱流動解析コード（ＳＴＡＲ－ＣＣＭ＋）に

よりＳＲＶの温度を評価し，ＳＲＶ環境試験の温度条件に包含されることを
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確認することで，重大事故時においてもＳＲＶの開保持機能が維持されるこ

とを確認する。 

なお，３次元熱流動解析は保守的な温度条件を設定した定常解析にて実施

するが，下部プレナムへの溶融炉心の落下に伴いＲＰＶ内の気相温度が急激

に上昇する期間に対しては，ＳＲＶの温度上昇をより現実的に評価するため

非定常解析を実施する。 

3. 評価条件 

 (1) 温度条件 

   第 3 図及び第 4 図に，ＭＡＡＰ解析結果のＲＰＶ内気相平均温度及びド

ライウェル内気相平均温度を示す。このＭＡＡＰ解析結果を踏まえ，以下

に示す 2 通りの温度条件を設定する。第 1 表に評価条件を示す。 

  ・温度条件①（定常解析） 

ＲＰＶ内気相温度については，事象発生から下部プレナムへの溶融炉

心移行中の期間を代表する温度条件として，この期間における最高温度

を考慮し 512℃を設定する。 

また，ドライウェル内気相温度については，手順に従い実施する代替

循環冷却系による格納容器除熱操作（格納容器スプレイの冷却効果）を

考慮することとし，格納容器スプレイを開始した以降，ＲＰＶ破損まで

の最高温度を考慮し 53℃を設定する※１。なお，格納容器スプレイを開始

するまでの初期のドライウェル内気相温度は 53℃よりも高い 80℃程度

で推移するが，この期間におけるＲＰＶ内気相温度は定常解析の温度条

件である 512℃より十分に低いことから，ＳＲＶ開保持機能維持の観点

で，初期のドライウェル内気相温度の影響は，ＲＰＶ内気相温度条件の

保守性に包含される。 
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※１ 格納容器スプレイによるドライウェル内気相部の冷却効果は考慮し

ているが，格納容器スプレイによる液滴がＳＲＶの構造物に接触す

ることによる冷却効果は考慮していない。 

  ・温度条件②（非定常解析） 

下部プレナムへの溶融炉心移行に伴うＲＰＶ内の気相温度の急激な上

昇を考慮した温度条件として，温度条件①で設定した期間以降のＲＰＶ

内気相温度の最高値到達までの温度条件として，512℃から 586℃の温度

履歴を設定する。 

また，ドライウェル内気相温度については，温度条件①と同様に 53℃

を設定する。 

 (2) 評価部位 

   ＳＲＶ（自動減圧機能）の開保持には，電磁弁コイルを励磁することで，

補助作動装置のピストン部へ窒素を供給し，ＳＲＶ本体スプリングの閉

止力を上回る駆動力を発生させ，ピストンを押上げた状態とする必要が

ある。ＳＲＶの開保持機能維持の観点では，高温影響を受けやすい以下

の部位について評価する必要がある。 

   ①電磁弁（下部コイルハウジング） 

     電磁弁のコイルは熱容量が小さく，高温影響を受けやすい。電磁弁

のコイルが熱によって損傷した場合，電磁弁のコイルが消磁すること

で，補助作動装置のピストンへの窒素供給が遮断されるとともに，流

路が排気側へ切り替わることから，ピストンを押上げていた窒素が排

出され，ＳＲＶ本体スプリングの閉止力によってＳＲＶ（自動減圧機

能）が閉止する。このため，電磁弁を評価の対象とするが，その中で
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も高温配管に近く，最も温度が高くなりやすい下部コイルハウジング

の温度を評価する。 

   ②ピストン（シール部） 

     ピストンのシール部にはフッ素ゴム製のＯリングが用いており，高

温影響を受けやすい。ピストンのシール部が熱によって損傷した場合，

シール部よりピストンを押上げていた窒素が排出され，ＳＲＶ本体ス

プリングの閉止力によってＳＲＶ（自動減圧機能）が閉止する。この

ため，ピストンの温度を評価する。 

 (3) 評価モデル 

   ＳＲＶの温度上昇を厳しく評価する観点から，互いの配管内を流れる高

温の過熱蒸気の影響を受けやすい箇所として，ＳＲＶ（自動減圧機能）が

最も近く隣接するバルブＢ及びバルブＨを含む範囲をモデル化する。実際

の事故対応では互いに離れた位置のＳＲＶ2 弁を開操作する手順とするが，

電磁弁及びピストンのシール部の温度条件を厳しく評価する観点より，本

評価では，隣接した 2 弁を同時に開状態とする評価モデルとする。第 5 図

にＳＲＶ配置図及びモデル化範囲を，第 6 図にモデル図及び断面メッシュ

図を示す。

4. 評価結果 

  評価結果を第 2 表及び第 7 図から第 9 図に示す。 

事象発生から下部プレナムへの溶融炉心移行中の期間を代表する温度条件

を適用した温度条件①の定常解析では，下部コイルハウジングの最高温度は

バルブＢの約 120℃，ピストン部の最高温度はバルブＢの約 124℃であり，Ｓ

ＲＶ環境試験温度である 160℃を下回る。 
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また，下部プレナムへの溶融炉心移行に伴うＲＰＶ内の気相温度の急激な

上昇を考慮した温度条件②の非定常解析では，下部コイルハウジングの最高

温度はバルブＢの約 124℃，ピストン部の最高温度はバルブＢの約 124℃であ

り，ＳＲＶ環境試験温度である 160℃を下回る。 

なお，ＳＲＶ環境試験では，160℃以上の温度条件において 6 時間の機能維

持が確認されている。この試験の初期の温度条件として 171℃を与えている

ことを踏まえると，160℃以下の温度条件では約 7.6 時間の機能維持が可能※

２であると考えられる。したがって，逃がし安全弁（自動減圧機能）の開保

持機能が要求される，事象発生から原子炉圧力容器破損までの時間（約 4.5

時間）に対して，十分な余裕がある。 

以上のとおり，炉心損傷後，ＤＣＨ防止のために原子炉の減圧を継続して

いる状況を想定した環境下でも，ＳＲＶ開保持機能は維持されると考えられ

る。 

※２ ＳＲＶは，「171℃において 3 時間継続の後，160℃において 3 時間継

続（合計 6 時間）」という環境条件での機能維持がＳＲＶ環境試験に

よって確認されている。この初期の熱負荷（171℃において 3 時間継

続）をアレニウス則に基づき，160℃の熱負荷に換算すると，160℃

において約 4.6 時間継続となり，これを後段の試験時間と合計する

と約 7.6 時間は機能維持が可能となる。したがって，逃がし安全弁

（自動減圧機能）の開保持機能が要求される 4.5 時間よりも 3 時間

以上ＳＲＶ開保持機能は維持されることとなり，十分余裕が確保さ

れている。 

5. 本体部の温度上昇による影響 
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  前述のとおり，重大事故時においてもＳＲＶの開保持機能は維持されるが，

ここではＳＲＶ強制開機能に対する温度上昇の影響について評価する。 

  閉状態のＳＲＶを強制開とするためには，補助作動装置の駆動力がＳＲＶ

本体の閉止力を上回る必要がある。第 3 表に温度上昇の影響を示す。ＳＲＶ

本体の閉止力に対する温度上昇の影響は，いずれも強制開の妨げとなること

はない。 
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第 1 表 ３次元熱流動解析での温度条件 

項 目 温度条件①【定常解析】 温度条件②【非定常解析】 

ＲＰＶ内 

気相平均温度 
512℃ 512℃→586℃ 

ドライウェル内 

気相平均温度 
53℃ 53℃ 

第 2 表 ３次元熱流動解析での評価結果 

項 目 
温度条件①【定常解析】 温度条件②【非定常解析】 

バルブＢ バルブＨ バルブＢ バルブＨ 

下部コイル 

ハウジング 

最高温度 

約 120℃ 約 112℃ 約 124℃ 約 116℃ 

ピストン部 

最高温度 
約 124℃ 約 113℃ 約 124℃ 約 113℃ 

下部コイルハウジングは，蒸気配管からの距離がピストン部よりも近く，より蒸気配管内の高

温蒸気の影響を受けやすい。したがって，下部コイルハウジング最高温度は，定常解析結果に

比べて非定常解析結果の方が約 4℃上昇している。 

一方で，ピストン部は蒸気配管からの距離が下部コイルハウジングよりも遠く，蒸気配管内の

高温蒸気の影響を受けにくい。したがって，ドライウェル雰囲気温度の影響がより支配的とな

り，定常解析結果と非定常解析結果で温度差が小さい。
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第 3 表 ＳＲＶ本体の抵抗力に対する温度上昇の影響 

項 目 温度上昇の影響 

ＳＲＶスプリング閉止力 

温度上昇に伴い，低下する方向にある。また，補

助作動装置はスプリング閉止力に対して十分な

駆動力を有している。 

弁棒・アジャスタリング 

摺動抵抗 

主蒸気流路から離れた位置にあり，温度上昇幅は

小さく，ＳＲＶ強制開機能には影響を及ぼさな

い。 

弁棒・ネッキブッシュ 

摺動抵抗 

弁棒はＳＵＳ431，ネッキブッシュはニッケルブ

ロンズと，入熱時に隙間が拡大する材料の組合せ

となっており，ネッキブッシュによる弁棒拘束は

発生しない。 

バランスピストン・ブッシュ

摺動抵抗 

バランスピストンはＳＵＳ403，ブッシュはニッ

ケルブロンズと，入熱時に隙間が拡大する材料の

組合せとなっており，ネッキブッシュによる弁棒

拘束は発生しない。 

弁体（ガイド部）・ガイド 

摺動抵抗 

主蒸気温度上昇に伴い拡大するため，温度上昇に

伴うガイドによる弁体拘束は発生しない。 

68





46－14－17 

第 2 図 ＳＲＶ環境試験条件 
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第 5 図 ＳＲＶ配置図及びモデル化範囲 
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第 6 図 モデル図及び断面メッシュ図 
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第 8 図 定常解析結果（温度条件①バルブＨ）
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第 9 図 非定常解析結果（温度条件②）

下部コイルハウジング最高温度

ピストン部最高温度
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添付資料② 

逃がし安全弁用アクチュエータの耐環境性能向上について 

１．概要 

逃がし安全弁用アクチュエータは，逃がし安全弁を外部信号によって作動

させるための空気作動式の補助装置であり，シリンダへの窒素供給によって

ピストンを作動させることで逃がし安全弁を作動させる設計としている。 

シリンダに供給された窒素圧力は，ピストンＯリング及びシリンダガスケ

ットにより維持されるが，シール材は重大事故等時における高温蒸気環境下

において損傷する恐れがあることから，シリンダ及びピストンの改良により

新たなシール部（バックシート）を設け，ピストンのＯリングが破損した場

合においてもシール性能が維持することが可能な設計とすることを計画して

いる。 

逃がし安全弁の概要図を図１に，アクチュエータの概要図を図２に示す。 

図１ 逃がし安全弁概要図 
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図３ 蒸気暴露試験装置の概要 

図４ 蒸気暴露試験条件 

79



46－14－27 

３．今後の方針 

シリンダの改良は，設計基準事故時の逃がし安全弁動作に影響を与える変

更となることから，今後，信頼性確認試験を実施し，プラント運転に影響を

与えないことを確認することとしている。 

以上 

80



46－14－28 

添付資料③ 

ＳＲＶ用電磁弁の耐環境性能向上について 

（１）目的

ＳＲＶの機能向上させるための対策として，ＳＲＶ電磁弁内のシール材を事

故時環境下の耐性に優れた改良型ＥＰＤＭを使用したＳＲＶ電磁弁への交換を

行う。改良型ＥＰＤＭへの変更箇所は，非常用窒素供給系及び非常用逃がし安

全弁駆動系により窒素を供給する際に流路となるバウンダリのうち，電磁弁の

作動性能に影響を与えないシール部を，従来のフッ素ゴムより高温耐性が優れ

た改良ＥＰＤＭ材に変更する。 

（２）概要

ＳＲＶ用電磁弁の改良ＥＰＤＭ材の採用箇所を図１に示す。また，取替対象

範囲を図２に示す。 

図１ 改良ＥＰＤＭ材を採用したＳＲＶ用電磁弁概要図 
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ベンチュリスクラバにおける無機よう素の再揮発・薬剤の容量不足について 

  フィルタ装置を継続使用する場合，ベンチュリスクラバの無機よう素除去

性能に影響を与える可能性のある因子として，以下の点を考慮する必要があ

る。 

  ・無機よう素の再揮発 

  ・薬剤の容量不足 

  それぞれの因子について，影響評価を実施する。 

(1) 無機よう素の再揮発 

  ａ．想定する状態 

    気液界面における無機よう素の平衡については温度依存性があり，温

度の上昇に伴い気相中に移行する無機よう素が増えることが知られてい

る。高温のベントガスによりスクラビング水の温度が上昇した場合，ス

クラビング水中に捕集された無機よう素が気相中に再揮発することが考

えられる。 

  ｂ．影響評価 

無機よう素の除去係数の温度依存性については，ＮＵＲＥＧ／ＣＲ－

5732 に類似の影響評価に関する知見が得られている（参考図書 1）。 

    ＮＵＲＥＧ／ＣＲ－5732 によれば，格納容器内のよう素の化学形態に

ついて，気相中のよう素と液相中のよう素の挙動は 2 つの効果が組み合

わさって影響を受けることとなる。 

 

    ① 液相中における無機よう素（I２）とよう素イオン（I－）の平衡 

      放射線環境下において，液相中における無機よう素とよう素イオ

ンの存在比は以下のように表される。 
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F = [I ][I ] + [I ] 
      [I２]と[I－]は，無機よう素とよう素イオンの濃度を表す。この平

衡反応はｐＨに強く依存する。第 1 図にｐＨに対する平衡の関係を

示す。 

 

第 1 図 液相中における I２と I－の平衡とｐＨの関係 

 

② 液相と気相の無機よう素（I２）の平衡 

      液相中の無機よう素（I２（aq））と気相中の無機よう素（I2（g））

の存在比は以下のように表される。 

P = [I (aq)][I (g)]  
     [I2（aq）]及び[I2（g）]はそれぞれ液相中の無機よう素濃度及び

気相中の無機よう素濃度を表す。この平衡は，以下の関係で温度に

依存する。 log  P = 6.29  0.0149T         T：絶対温度 

 

      気液界面（フィルタ装置水面）における無機よう素の平衡につい

ては，②のとおり温度依存性があり，スクラビング水の水温が高い
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方が気相の無機よう素の割合が増える。しかし，アルカリ環境下で

は，①の無機よう素とよう素イオンの平衡により液相中に存在する

無機よう素が極めて少なく，無機よう素の気相部への移行量は，ス

クラビング水の温度が上昇しても十分小さい値となる。

JAVA 試験は，高温のベントガスを用いて，無機よう素が気相中に

移行しやすい条件での試験を実施しており，温度上昇による影響に

配慮したものとなっている。 

 JAVA 試験で得られた無機よう素除去性能試験の結果を第 1 表に，

温度に対する無機よう素除去性能の関係を第 2 図に示す。 

第 1 表 JAVA 試験結果（無機よう素除去性能試験結果） 
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スクラビング水のｐＨについて 

スクラビング水は，無機よう素をスクラビング水中に捕集・保持するために

アルカリ性の状態（ｐＨ7 以上）に維持する必要があるが，重大事故等時にお

いては，格納容器内のケーブルから放射線分解，熱分解等により塩化水素（HCl）

等の酸として放出され，ベント実施により格納容器からフィルタ装置（スクラ

ビング水）に移行するため，ｐＨが低下する可能性がある。 

これに対して，スクラビング水は，待機時における重大事故等時に発生する

可能性がある酸の量に対して十分な塩基量を確保することにより，ベント実施

中のｐＨ監視を実施することなく，確実にアルカリ性の状態を維持することと

している。 

なお，スクラビング水のｐＨについては，ｐＨ計を設置し，ｐＨがアルカリ

性の状態となっていることを原子炉停止中に適宜確認する。 

 

(1) 格納容器内の酸性物質及び塩基性物質 

重大事故等時に格納容器内において発生する酸性物質と塩基性物質につい

ては，ＮＵＲＥＧ／ＣＲ－5950において検討が実施されており，その発生源

として燃料（核分裂生成物），原子炉水，サプレッション・プール水溶存窒

素，格納容器内塩素含有被覆材ケーブル，格納容器下部コンクリートが掲げ

られている。これに加え，格納容器内の塗料についても成分元素に窒素が含

まれており，酸として硝酸，塩基としてアンモニア等の発生源となる可能性

がある。主な酸性物質，塩基性物質を発生源ごとに第1表に示す。 
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・ケ ー ブルの放射線分解の塩化水素で消費される塩基の量 Eごごコmol

・ケー ブルの熱分解の塩化水素で消費される塩基の量 Eこコmol

·S/P※水から発生する硝酸で消費される塩基の量 Eこコmol

·MCCIで発生する二酸化炭素で消費される塩基の量 Eこコmol

• 無機よう素の捕集により消費される塩基の量 Eこコmol

·I Iの分解により消費される塩基 Eごごコmol

【事象発生60 日後での塩基の消費量［こここ卜 1) 】

・ケ ー ブルの放射線分解の塩化水素で消費される塩基の量 Eここコmol

・ケ ー ブルの熱分解の塩化水素で消費される塩基の量 Eこコmol

·S/P※水から発生する硝酸で消費される塩基の量 Eこコmol

·MCCIで発生する二酸化炭素で消費される塩基の量 Eこコmol

• 無機よう素の捕集により消費される塩基の量 Eこコmol

·I P分解により消費される塩基 Eここコmol

※ S/P: サプレッション ・ プール

(3) スクラビング水のpH評価結果

フィルタ装置は無機よう素02)を捕集及び保持するものであるため，2

ヶ月でよう素が十分減衰することを考慮し， スクラビング水には保守的に設

定した60 日後の塩基の消費量 Eここコmol)を考慮する。

消費されるEニニ]nolの塩基に相当す4

時最低水位 Eここ］時にI

とから，これに余裕を考慮して，スクラビング水のI

待機時最低水位 Eここ］時にE二�%とする。

I 
月lj廂氏41 7

ト濃度は，待機

I) となるこ

K度は，
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・ベント停止後において，フィルタ装置に異常がないことを確認するた

め，フィルタ装置水位計にて，スクラビング水の水位が確保されてい

ること（フィルタ装置のスクラビング水の移送後を除く）を確認する。

<参考図書> 

1．ＮＵＲＥＧ／ＣＲ－5950 ‘‘Iodine Evolution and pH Control’’ , Dec.1992

2．ＮＵＲＥＧ／ＣＲ－5564 ‘‘Core-Concrete Interactions Using Molten UO2

With 

Zirconium on A Basaltic Basement’’ , Apr.1992
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3.14 電源設備【57 条】 

 

（電源設備） 

第五十七条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電源が喪失した

ことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格

納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料

体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な設備を

設けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、第三十三条第二項の規定により設置される非常用

電源設備及び前項の規定により設置される電源設備のほか、設計基準事故対

処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心

の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び

運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するための常設の直流電源設

備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「必要な電力を確保するために必要な設備」とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備を

いう。 

ａ）代替電源設備を設けること。 

ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）を配備すること。 

ⅱ）常設代替電源設備として交流電源設備を設置すること。 

ⅲ）設計基準事故対処設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図るこ

と。 

ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに8時間、電気
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の供給が可能であること。ただし、「負荷切り離しを行わずに」には、原

子炉制御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを

行う場合を含まない。その後、必要な負荷以外を切り離して残り16時間の

合計24時間にわたり、電気の供給を行うことが可能であること。 

ｃ）24時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気（直流）の供給

を行うことが可能である可搬型直流電源設備を整備すること。 

d）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行えるように

あらかじめケーブル等を敷設し、手動で接続できること。 

ｅ）所内電気設備（モーターコントロールセンタ（MCC）、パワーセンタ

（P/C）及び金属閉鎖配電盤（メタクラ）（MC）等）は、代替所内電気設

備を設けることなどにより共通要因で機能を失うことなく、少なくとも一

系統は機能の維持及び人の接近性の確保を図ること。 

２ 第２項に規定する「常設の直流電源設備」とは、以下に掲げる措置又はこ

れと同等以上の効果を有する措置を行うための設備とする。 

ａ）更なる信頼性を向上するため、負荷切り離し（原子炉制御室又は隣接す

る電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まな

い。）を行わずに8時間、その後，必要な負荷以外を切り離して残り16時

間の合計24時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を

行うことが可能であるもう１系統の特に高い信頼性を有する所内常設直流

電源設備（3系統目）を整備すること。 
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3.14 電源設備 

3.14.1 設置許可基準規則第57条への適合方針 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した

場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール

内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防

止するため，必要な電力を確保するために必要な重大事故等対処設備とし

て，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設直流電源設

備，常設代替直流電源設備，可搬型代替直流電源設備，代替所内電気設備及

び燃料給油設備を設置及び保管する。 

なお，東海第二発電所には敷地内に二以上の発電用原子炉施設はないこと

から，号炉間電力融通は行わない。 

 

(1) 常設代替交流電源設備（設置許可基準解釈の第1項a）ⅱ），ⅲ）） 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（外部電源喪失，２Ｃ・２Ｄ非

常用ディーゼル発電機（以下「Ｄ／Ｇ」という。）及び高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機（以下「ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ」という。）の故障（以下

「全交流動力電源喪失」という。））した場合，非常用所内電気設備及び

代替所内電気設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生した場

合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール

内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を

防止することを目的として，常設代替交流電源設備を設ける。 

常設代替交流電源設備は，常設代替高圧電源装置を運転し，代替所内電

気設備の緊急用メタルクラッド開閉装置（以下「Ｍ／Ｃ」という）を操作

することで，非常用所内電気設備及び代替所内電気設備に電源供給する設

計とする。 
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また，常設代替交流電源設備は，外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ

の故障した場合にも使用する。 

常設代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源

設備に対し，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

(2) 可搬型代替交流電源設備（設置許可基準解釈の第1項a）ⅰ），ⅲ）） 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場

合，非常用所内電気設備又は代替所内電気設備に電源を供給することによ

り，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容

器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原

子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として，可搬型代替交流

電源設備を設ける。 

可搬型代替交流電源設備は，可搬型代替低圧電源車を運転することで，

非常用所内電気設備又は代替所内電気設備への電源供給が可能な設計とす

る。 

また，可搬型代替交流電源設備は，外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／

Ｇの故障した場合にも使用する。 

可搬型代替交流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電

源設備に対し，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

 

(3) 所内常設直流電源設備（設置許可基準解釈の第1項b）） 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場

合，直流電源が必要な設備に電源を供給することにより，重大事故等が発

生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃

料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著し

い損傷を防止することを目的として，所内常設直流電源設備を設ける設計
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とする。 

所内常設直流電源設備は，全交流動力電源喪失直後に125V系蓄電池Ａ

系・Ｂ系から設計基準事故対処設備（重大事故等対処設備を含む）に電源

供給を行う。全交流動力電源喪失から1時間以内に中央制御室において，

全交流動力電源喪失から8時間を経過した時点で，不要な負荷の切り離し

を行う。その後，運転を継続することにより全交流動力電源喪失から24時

間必要な負荷に電源供給することを可能な設計とする。 

また，外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障した場合にも使用す

る。 

所内常設直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源

設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

 

(4) 可搬型代替直流電源設備（設置許可基準解釈の第1項a）ⅰ)，ⅲ），

c）） 

設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合，直流電

源が必要な設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生した場合

において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内

の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防

止することを目的として，可搬型代替直流電源設備を設ける設計とする。 

可搬型代替直流電源設備は，可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を

運転することで，非常用所内電気設備及び代替所内電気設備の必要な設備

に24時間にわたり電源供給する。 

また，外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ ２Ｄ／Ｇの故障した場合にも使用

する。 

可搬型代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用直流電
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源設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

 

(5) 常設代替直流電源設備（設置許可基準解釈の第1項b）） 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場

合，代替所内電気設備に電源を供給することにより，重大事故等が発生し

た場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プ

ール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損

傷を防止することを目的として，常設代替直流電源設備を設ける。 

常設代替直流電源設備は，全交流動力電源喪失直後に緊急用125V系蓄電

池から代替所内電気設備に電源供給する設計とする。 

緊急用125V系蓄電池は，全交流動力電源喪失から不要な負荷の切り離し

を行わずに24時間必要な負荷に電源供給を行うことが可能な設計とする。 

また，常設代替直流電源設備は，外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ

の故障した場合にも使用する。 

常設代替直流電源設備は，設計基準事故対処設備である非常用直流電源

設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

 

(6) 代替所内電気設備（設置許可基準解釈の第1項e）） 

設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が喪失した場合，常設代替

交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設代替直流電源設備及び可搬

型代替直流電源設備から必要な設備に電源を供給することにより，重大事

故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，

使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料

体の著しい損傷を防止することを目的として，代替所内電気設備を設け

る。 
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代替所内電気設備は，緊急用Ｍ／Ｃ，緊急用パワーセンタ（以下「Ｐ／

Ｃ」という。），緊急用モータコントロールセンタ（以下「ＭＣＣ」とい

う。）及び緊急用125V主母線盤により，設計基準事故対処設備である非常

用所内電気設備と重大事故等が発生した場合において、共通要因である地

震，津波，火災及び溢水により，同時に機能喪失しないとともに，非常用

所内電気設備を含めて少なくとも1系統は人の接近性を確保する設計とす

る。 

 

その他，設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等においてそ

の機能を考慮するため，以下の設備を重大事故等対処設備と位置付ける。 

 

(7) 非常用交流電源設備  

外部電源が喪失した場合，非常用所内電気設備に電源を供給することに

より，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納

容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中

原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として，非常用交流電

源設備を設ける設計とする。 

 

(8) 非常用直流電源設備  

全交流動力電源が喪失した場合，直流電源が必要な設備に電源を供給す

ることにより，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原

子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運

転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止することを目的として，非常

用直流電源設備を設ける設計とする。 
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なお，重大事故等発生時に重大事故等対処設備の補機駆動用及び常設代

替高圧電源装置の軽油を補給するために，以下を整備する。 

 

 (9) 燃料給油設備 

燃料給油設備は，重大事故等発生時に重大事故等対処設備で使用する軽

油が，枯渇をすることを防止するため，補機駆動用及び常設代替高圧電源

装置の軽油を補給することを目的として使用する。 

 

なお，電源設備の自主対策設備として，以下を整備する。 

 

(10) Ｍ／Ｃ ２Ｅ 

代替交流電源設備に関連する自主対策設備として，代替交流電源設備か

らＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの電源供給ラインの多重化を図るため，Ｍ／Ｃ ２

Ｅを設ける設計とする。 

ＨＰＣＳ Ｄ／ＧからＭ／Ｃ ２Ｅを経由し，Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄに至る

電路は，原子炉建屋付属棟を経由する電路としており，異なるケーブルト

レイ及び電線管等を用いた敷設としており，常設代替交流電源設備及び可

搬型代替交流電源設備の電路と独立性を図る設計とする。 
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(11) 緊急時対策室建屋ガスタービン発電機 

代替交流電源設備に関連する自主対策設備として，設計基準事故対処設

備の電源喪失（全交流電源及び全直流電源），及び重大事故等対処設備の

電源喪失（常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設直

流電源設備及び常設代替直流電源設備）により，重大事故に至る恐れがあ

る事故が発生した場合において，炉心の著しい損傷を防止するために，原

子炉隔離時冷却系，逃がし安全弁及び当該機器の計測制御設備に必要な電

力を供給するために，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機を設ける設計

とする。 

 

(12) 水処理建屋（ＭＣＣ）及び屋内開閉所（ＭＣＣ） 

代替交流電源設備に関連する自主対策設備として，可搬型代替低圧電源

車から非常用低圧母線への電源供給ラインの多重化を図るため，水処理建

屋（ＭＣＣ）及び屋内開閉所（ＭＣＣ）を設ける設計とする。可搬型代替

低圧電源車から水処理建屋（ＭＣＣ）及び屋内開閉所（ＭＣＣ）を経由

し，非常用低圧母線に至る電路は，原子炉建屋付属棟や原子炉建屋廃棄物

処理棟内を異なるケーブルトレイ及び電線管等を用いた敷設としており，

可搬型代替交流電源設備の電路と独立性を図る設計とする。 

 

(13) 直流125V予備充電器  

代替直流電源設備に関する自主対策設備として，直流電源が必要な設備

への電源供給ラインの多重化を図るため，直流125V予備充電器を設ける設

計とする。ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇから直流125V予備充電器を経由し，直流125V

主母線盤に至る電路は，原子炉建屋付属棟内を異なるケーブルトレイ及び
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電線管等を用いた敷設としており，所内常設直流電源設備及び可搬型代替

直流電源設備の電路と独立性を図る設計とする。 

 

(14) 可搬型代替注水大型ポンプ 

非常用交流電源設備に関連する自主対策設備として，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／

Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの機関冷却用の海水供給機能が喪失することによ

り，可搬型代替注水大型ポンプすることで，２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル

発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系に海水を送

水し，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの電源供給機能の復旧が可

能な設計とする。 
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3.14.2.1.6 その他設備 

3.14.2.1.6.1 緊急時対策室建屋ガスタービン発電機 

3.14.2.1.6.1.1 設備概要 

設計基準事故対処設備の電源喪失（全交流電源及び全直流電源），及

び重大事故等対処設備の電源喪失（代替交流電源，所内常設直流電源設

備及び常設代替直流電源）により，重大事故に至る恐れがある事故が発

生した場合において，炉心の著しい損傷を防止するために，原子炉隔離

時冷却系，逃がし安全弁及び当該機器の計測制御設備に必要な電力を供

給するために設置する。なお，本設備は事業者の自主的な取り組みで設

置するものである。 

緊急用時対策室建屋ガスタービン発電機は，緊急時対策室建屋ガスタ

ービン発電機，主燃料タンク，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機用

燃料移送ポンプ，電路，計測制御装置等で構成し，緊急時対策室建屋ガ

スタービン発電機を設置場所での操作にて速やかに起動し，非常用低圧

母線２Ｄ系へ接続することで電力を供給できる設計とする。緊急時対策

室建屋ガスタービン発電機の燃料は，緊急時対策室建屋ガスタービン発

電機用燃料タンクより緊急時対策室建屋ガスタービン発電機用燃料移送

ポンプを用いて補給できる設計とする。緊急用時対策室建屋ガスタービ

ン発電機は，非常用交流電源設備に対して，独立性を有し，位置的分散

を図る設計とする。 

緊急用時対策室建屋ガスタービン発電機の緊急時対策室建屋ガスター

ビン発電機，主燃料タンク及び緊急時対策室建屋ガスタービン発電機用

燃料移送ポンプは，通常時は遮断器等により接続先の系統から隔離し，

必要な場合に遮断器操作等により系統構成することで，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 
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緊急時対策室建屋ガスタービン発電機及び緊急時対策室建屋ガスター

ビン発電機用燃料移送ポンプは，飛散物となって他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

  

110



3.14-114 

緊急用Ｍ／Ｃ，緊急用Ｐ／Ｃ，緊急用ＭＣＣ，緊急用電源切替盤及び

緊急用直流125V主母線盤は，非常用所内電気設備と共通要因によって同

時に機能を損なわないように位置的分散を図る設計としている。 

これらの詳細については，「3.14.2.6.3 独立性及び位置的分散の確

保」に記載のとおりである。 

多様性及び位置的分散は，第3.14.2.6.3－2表と同様である。 

（57－2－12,13,19,57－3－9,10,57－9） 

 

3.14.2.6.7 その他設備 

3.14.2.6.7.1 水処理建屋（ＭＣＣ）及び屋内開閉所（ＭＣＣ） 

代替交流電源設備に関連する自主対策設備として，可搬型代替低圧電源

車から非常用低圧母線への電源供給ラインの多重化を図るため接続口を持

つ水処理建屋（ＭＣＣ）及び屋内開閉所（ＭＣＣ）を設ける設計とする。

可搬型代替低圧電源車から可搬型代替低圧電源車接続口(水処理建屋)又は

可搬型代替低圧電源車接続口(屋内開閉所）を経由し，非常用低圧母線に

至る電路は，原子炉建屋付属棟や原子炉建屋廃棄物処理等に設けた可搬型

代替交流電源設備の電路と位置的分散を図る設計とする。 

なお，本設備は事業者の自主的な取り組みで設置するものである。 
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57－9 代替電源設備について 
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1. 代替電源設備について

1.1 重大事故等対処設備による代替電源（交流）の供給 

1.2 重大事故等対処設備による直流電源の供給 

1.3 代替所内電気設備による給電 
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第 57－9－(47－6)図 常設代替高圧電源装置置場 

114



57-9-109

第 57－9－(47－7)図 原子炉建屋地下 2 階 
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第 57－9－(47－8)図 原子炉建屋地下 1 階 
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第 57－9－(47－9)図 原子炉建屋 1 階 
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57-9-124

第 57－9－(48－8)図 常設代替高圧電源装置置場 
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57－9－143 

第 57－9－(49－10)図 原子炉建屋地下 2 階 
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57－9－144 

第 57－9－(49－11)図 原子炉建屋地下 1 階 
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57－9－145 

第 57－9－(49－12)図 原子炉建屋 1 階 
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57－9－  

第57－9－(51－7)図 常設代替高圧電源装置置場 
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57－9－  

第57－9－(51－8)図 原子炉建屋地下2階 
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57－9－  

第57－9－(51－9)図 原子炉建屋1階 
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57－9－  

第57－9－(51－10)図 原子炉建屋1階 
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57－11－1 

 

57－11 その他資料
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7. 電源供給手段（自主対策設備活用）の追加整備について

7.1 自主対策設備を活用した電源供給手段について 

 東海第二発電所が単独号機であることを考慮し，常設代替高圧電源装置の

予備発電機確保，単独で重大事故等への対応が可能な代替所内電気設備の構

成及び専用の緊急用 125V 系蓄電池の設置など，電源供給の信頼性に配慮し

た設計としているが，更なる電源供給の信頼性向上の観点から，新たに電源

供給手段を追加することとした。 

7.2 自主対策設備を活用した電源供給手段 

 自主対策設備を活用した電源供給手段は，以下の手段により給電可能な設

計とする。 

①緊急時対策室建屋ガスタービン発電機を用いた非常用所内電気設備への

給電

②可搬型代替低圧電源車を用いた常用ＭＣＣ（水処理建屋）を介した非常用

所内電気設備への給電

③可搬型代替低圧電源車を用いた常用ＭＣＣ（屋内開閉所）を介した非常用

所内電気設備への給電

 自主対策設備を活用した電源供給手段の設備概要を第 57－11－7－1表に，

単線結線図を第 57－11－7－1 図に，設備の配置図を第 57－11－7－2 図に示

す。  
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第 57－11－7－1 表 設備概要 

緊急時対策室建屋 

ガスタービン発電機 

可搬型 

代替低圧電源車 

仕

様

・容量：500kVA

・電圧：480V

・台数：1 台

・容量：500kVA

・電圧：480V

・台数：2 台

給

電

先

・Ｐ／Ｃ ２Ｄ

・水処理建屋

ＭＣＣ ２Ａ→Ｐ／Ｃ ２Ｃ

ＭＣＣ ２Ｂ→Ｐ／Ｃ ２Ｄ

・屋内開閉所

ＭＣＣ ２Ａ→Ｐ／Ｃ ２Ｄ

給
電
可
能
な
負
荷

・直流 125V 充電器

（逃がし安全弁，原子炉

隔離時冷却系，計装系）

・重大事故等対策で使用

する電動弁等

・復水移送ポンプ

・直流 125V 充電器

（逃がし安全弁，原子炉

隔離時冷却系，計装系）

・重大事故等対策で使用する

電動弁等

・復水移送ポンプ

接
続
方
法

切替盤内での接続 

（外部接続端子での解結

線、端子間ジャンパー） 

・可搬型代替低圧電源車の

接続コネクタを用いた

ケーブル接続

・Ｐ／Ｃ間の端子を用いた

ケーブル接続
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8. 代替所内電気設備のケーブル敷設ルートの設計方針について

8.1 概 要 

代替所内電気設備のケーブルは，共通要因による設計基準事故対処設備と

の同時機能喪失のおそれがないよう敷設ルートの設計方針を明確化する。 

8.2 設計方針 

 代替所内電気設備のケーブルについては，共通要因による設計基準事故対

処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，異なる

安全区分のエリアをまたがないよう敷設する。 

なお，東海第二発電所 単線結線図を第 57－11－8－1 図に，常設代替高

圧電源装置置場から原子炉建屋までのケーブルルートを第 57－11－8－2 図

に示す。 

 上記設計方針に基づき，第 57－11－8－3 図のとおり原子炉建屋内の代替

所内電気設備のケーブル敷設ルートを変更する。 
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第 57－11－8－1 図 東海第二発電所 単線結線図 
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57-11-32

第 57－11－8－3（2/2）図 原子炉建屋内ケーブルルート図（地上１階） 
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(a) 代替海水送水による電源給電機能の復旧

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備
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(2) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替直流電源による給電
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1.14－1 

1.14 電源の確保に関する手順等 

【要求事項】 

 発電用原子炉設置者において、電源が喪失したことにより重大事故

等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、

貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内

の燃料体（以下「運転停止中原子炉内燃料体」という。）の著しい損傷

を防止するために必要な電力を確保するために必要な手順等が適切に整

備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

【解釈】 

１ 「電力を確保するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又

はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

（１）炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力の確保

ａ）電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合におい

て、代替電源により、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、

貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著

しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な手順

等を整備すること。 

ｂ）所内直流電源設備から給電されている２４時間内に、十分な余

裕を持って可搬型代替交流電源設備を繋ぎ込み、給電が開始できる

こと。 

ｃ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行え

るようにしておくこと。また、敷設したケーブル等が利用できない

状況に備え、予備のケーブル等を用意すること。 
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  ｄ）所内電気設備（モーターコントロールセンター（MCC）、パワー

センター(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)（MC）等）は、共通

要因で機能を失うことなく、少なくとも一系統は機能の維持及び人

の接近性の確保を図ること。 

電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著し

い損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損

傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力

を確保する対処設備を整備しており，ここでは，この対処設備を活用した手

順等について説明する。 

1.14.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

外部電源が喪失した場合において，非常用高圧母線及び直流設備へ給電

するための設計基準事故対処設備として，非常用交流電源設備及び非常用

直流電源設備を設置している。 

また，非常用交流電源設備及び非常用直流電源設備から供給された電力

を各負荷へ分配するための設計基準事故対処設備として，非常用所内電気

設備を設置している。 

これらの設計基準事故対処設備のうち，非常用交流電源設備及び非常用

直流電源設備が健全であれば，これらを重大事故等対処設備と位置付け重

大事故等の対処に用いるが，設計基準事故対処設備が故障した場合は，そ

の機能を代替するために，各設計基準事故対処設備が有する機能，相互関

係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」という。）上で，想定す

る故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定する（第
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1.14.1－1図及び第1.14.1－2図）。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段及

び自主対策設備※１を選定する。 

※1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全て

のプラント状況において使用することは困難である

が，プラント状況によっては，事故対応に有効な設

備。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下「審査

基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第五十七条及び技術基準

規則第七十二条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備

が網羅されていることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確

にする。 

(2) 対応手段と設備の選定の結果

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備又は非常用直流電源設

備が健全であれば重大事故等対処設備として重大事故等の対処に用いる。 

非常用交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。 

・２Ｃ非常用ディーゼル発電機（以下「２Ｃ Ｄ／Ｇ」という。）

・２Ｄ非常用ディーゼル発電機（以下「２Ｄ Ｄ／Ｇ」という。）

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（以下「ＨＰＣＳ Ｄ／

Ｇ」という。）

・２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク

・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料油デイタンク

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンク

・２Ｃ Ｄ／Ｇ～メタルクラッド開閉装置（以下「Ｍ／Ｃ」とい

う。）２Ｃ電路
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・２Ｄ Ｄ／Ｇ～Ｍ／Ｃ ２Ｄ電路

・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ～Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ電路

・２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ

・２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ

・２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ～２Ｃ Ｄ／Ｇ流路

・２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ～２Ｄ Ｄ／Ｇ流路

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ～ＨＰＣＳ

Ｄ／Ｇ流路

・軽油貯蔵タンク

・２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ

・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ

・２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁

・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁

非常用直流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。 

・125V系蓄電池Ａ系

・125V系蓄電池Ｂ系

・125V系蓄電池ＨＰＣＳ系

・中性子モニタ用蓄電池Ａ系

・中性子モニタ用蓄電池Ｂ系

・直流125V充電器Ａ～直流125V主母線盤２Ａ電路

・直流125V充電器Ｂ～直流125V主母線盤２Ｂ電路

・直流125V充電器ＨＰＣＳ～直流125V主母線盤ＨＰＣＳ電路

143



1.14－5 

・120／240V計装用主母線盤２Ａ～直流±24V中性子モニタ用分電

盤２Ａ電路

・120／240V計装用主母線盤２Ｂ～直流±24V中性子モニタ用分電

盤２Ｂ電路

・125V系蓄電池Ａ系～直流125V主母線盤２Ａ電路

・125V系蓄電池Ｂ系～直流125V主母線盤２Ｂ電路

・125V系蓄電池ＨＰＣＳ系～直流125V主母線盤ＨＰＣＳ電路

・中性子モニタ用蓄電池Ａ系～直流±24V中性子モニタ用分電盤２

Ａ電路

・中性子モニタ用蓄電池Ｂ系～直流±24V中性子モニタ用分電盤２

Ｂ電路

機能喪失原因対策分析の結果，設計基準事故対処設備の故障として，非

常用高圧母線への交流電源による給電及び直流設備への直流電源による給

電に使用する設備並びに非常用所内電気設備の故障を想定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手

段及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，その対

応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重大

事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第

1.14.1－1表に整理する。 

ａ．代替電源（交流）による対応手段及び設備 

(a) 代替交流電源設備による給電

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の故障により非常

用高圧母線２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳへの給電ができない場合は，代替交

流電源設備による給電にて炉心の著しい損傷等を防止するために必要
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な電力を確保する。 

ⅰ) 常設代替交流電源設備による給電 

常設代替交流電源設備から非常用所内電気設備及び代替所内電気

設備へ給電する手段がある。 

常設代替交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとお

り。単線結線図を第1.14.1－3図に示す。 

・常設代替高圧電源装置

・常設代替高圧電源装置燃料移送系配管・弁

・常設代替高圧電源装置～緊急用Ｍ／Ｃ～Ｍ／Ｃ ２Ｃ及び２Ｄ電

路 

・緊急用Ｍ／Ｃ～緊急用モータコントロールセンタ（以下「ＭＣ

Ｃ」という。）電路 

・燃料給油設備

ⅱ) 緊急時対策室建屋ガスタービン発電機による給電 

緊急時対策室建屋ガスタービン発電機から非常用所内電気設備へ

給電する手段がある。 

緊急時対策室建屋ガスタービン発電機による給電で使用する設備

は以下のとおり。単線結線図を第1.14.1－3図に示す。 

・緊急時対策室建屋ガスタービン発電機

・緊急時対策室建屋ガスタービン発電機用燃料タンク

・緊急時対策室建屋ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ

・緊急時対策室建屋ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁

・緊急時対策室建屋ガスタービン発電機～パワーセンタ（以下

「Ｐ／Ｃ」という。）２Ｄ電路

ⅲ) 可搬型代替交流電源設備による給電 
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可搬型代替交流電源設備を非常用所内電気設備に接続し，給電す

る手段がある。 

可搬型代替交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとお

り。単線結線図を第1.14.1－3図に示す。 

・可搬型代替低圧電源車

・可搬型代替低圧電源車～可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）

又は（東側）～Ｐ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ電路

・可搬型代替低圧電源車～常用ＭＣＣ（水処理建屋）～Ｐ／Ｃ ２

Ｃ及び２Ｄ電路

・可搬型代替低圧電源車～常用ＭＣＣ（屋内開閉所）～Ｐ／Ｃ ２

Ｄ電路

・燃料給油設備

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

常設代替交流電源設備による給電で使用する設備のうち，常設代

替高圧電源装置，常設代替高圧電源装置～緊急用Ｍ／Ｃ～Ｍ／Ｃ 

２Ｃ及び２Ｄ電路，緊急用Ｍ／Ｃ～緊急用ＭＣＣ電路，常設代替高

圧電源装置燃料移送系配管・弁及び燃料給油設備は重大事故等対処

設備として位置付ける。 

可搬型代替交流電源設備による給電で使用する設備のうち，可搬

型代替低圧電源車，可搬型代替低圧電源車～可搬型代替低圧電源車

接続盤（西側）又は（東側）～Ｐ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ電路，

並びに燃料給油設備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備の故障で
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交流電源が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷等を防止する

ために必要な電力を確保できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため，自主対策設備として位置付ける。あわせて，その理由を

示す。 

・緊急時対策室建屋ガスタービン発電機，緊急時対策室建屋ガスタ

ービン発電機用燃料タンク，緊急時対策室建屋ガスタービン発電

機用燃料移送ポンプ，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機用燃

料移送系配管・弁及び緊急時対策室建屋ガスタービン発電機～Ｐ

／Ｃ ２Ｄ電路

耐震性は確保されていないが，緊急時対策室建屋ガスター

ビン発電機等が健全である場合において，重大事故等の対処

に必要な電源を確保するための手段として有効である。 

・可搬型代替低圧電源車～常用ＭＣＣ（水処理建屋）～Ｐ／Ｃ ２

Ｃ及び２Ｄ電路並びに可搬型代替低圧電源車～常用ＭＣＣ（屋内

開閉所）～Ｐ／Ｃ ２Ｄ電路

耐震性は確保されていないが，電路が健全である場合にお

いて，重大事故等の対処に必要な電源を確保するための手段

として有効である。 

ｂ．代替電源（直流）による対応手段及び設備 

(a) 代替直流電源設備による給電

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の故障により充電

器を経由した直流設備への給電ができない場合は，代替直流電源設備

による給電にて炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力を確

保する。 
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ⅰ) 所内常設直流電源設備による給電 

非常用交流電源設備の故障により直流125V充電器Ａ・Ｂを経由し

た直流設備への給電ができない場合は，常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備による給電を開始するまでの間，所内常設

直流電源設備により24時間にわたり直流設備へ給電する手段があ

る。 

所内常設直流電源設備による非常用所内電気設備への給電で使用

する設備は以下のとおり。単線結線図を第1.14.1－4図に示す。 

・125V系蓄電池Ａ系

・125V系蓄電池Ｂ系

・125V系蓄電池Ａ系～直流125V主母線盤２Ａ電路

・125V系蓄電池Ｂ系～直流125V主母線盤２Ｂ電路

ⅱ) 可搬型代替直流電源設備による非常用所内電気設備への給電 

非常用交流電源設備の故障，所内常設直流電源設備の蓄電池の枯

渇により直流設備への給電ができない場合は，可搬型代替低圧電源

車及び可搬型整流器を組み合わせた可搬型代替直流電源設備により

直流設備へ給電する手段がある。 

可搬型代替直流電源設備による非常用所内電気設備への給電で使

用する設備は以下のとおり。単線結線図を第1.14.1－4図に示す。 

・可搬型代替低圧電源車

・可搬型整流器

・可搬型代替低圧電源車～可搬型代替低圧電源車接続盤（西

側）及び（東側）～可搬型整流器～直流125V主母線盤２Ａ及

び２Ｂ電路

・燃料給油設備
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(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

所内常設直流電源設備による給電で使用する設備のうち，125V系蓄

電池Ａ系，125V系蓄電池Ｂ系，125V系蓄電池Ａ系～直流125V主母線盤

２Ａ電路及び125V系蓄電池Ｂ系～直流125V主母線盤２Ｂ電路は重大事

故等対処設備として位置付ける。 

可搬型代替直流電源設備による給電で使用する設備のうち，可搬型

代替低圧電源車，可搬型整流器，可搬型代替低圧電源車～可搬型代替

低圧電源車接続盤（西側）及び（東側）～可搬型整流器～直流125V主

母線盤２Ａ及び２Ｂ電路並びに燃料給油設備は重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備の故障で

直流電源が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷等を防止する

ために必要な電力を確保できる。 

ｃ．代替所内電気設備による対応手段及び設備 

(a) 代替所内電気設備による給電

設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備の機能が喪失

し，必要な設備へ給電できない場合又は代替所内電気設備に接続す

る重大事故等対処設備が必要な場合は，代替所内電気設備にて電路

を確保し，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，常設

代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備から給電する手段が

ある。 

なお，非常用所内電気設備及び代替所内電気設備は，重大事故等

が発生した場合において，共通要因で同時に機能を喪失することな
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く，少なくとも一系統は機能の維持及び人の接近性を確保する設計

とする。 

代替所内電気設備による代替所内電気設備への給電で使用する設

備は以下のとおり。単線結線図を第1.14.1－3図及び第1.14.1－4図

に示す。 

・緊急用Ｍ／Ｃ

・緊急用Ｐ／Ｃ

・緊急用ＭＣＣ

・緊急用電源切替盤

・緊急用125V系蓄電池

・緊急用直流125V主母線盤

・緊急用125V系蓄電池～緊急用直流125V主母線盤電路

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

代替所内電気設備による代替所内電気設備への給電で使用する設

備のうち，緊急用Ｍ／Ｃ，緊急用Ｐ／Ｃ，緊急用ＭＣＣ，緊急用電

源切替盤，緊急用125V系蓄電池，緊急用直流125V主母線盤及び緊急

用125V蓄電池～緊急用直流125V主母線盤電路は重大事故等対処設備

と位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備である非

常用所内電気設備が機能喪失した場合においても，炉心の著しい損傷

等を防止するために必要な電力を確保できる。 

ｄ．非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手段及び設 

備 

150



1.14－12 

(a) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電

設計基準事故対処設備である非常用ディーゼル発電機の故障により

Ｍ／Ｃ ２Ｃ及び２Ｄへの給電ができない場合は，代替交流電源設備

による給電にて炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力を確

保する。 

ⅰ) 常設代替交流電源設備による非常用高圧母線への給電 

常設代替交流電源設備からＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ及び代替所内電気

設備へ給電する手段がある。 

常設代替交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとお

り。単線結線図を第1.14.1－3図に示す。 

・常設代替高圧電源装置

・常設代替高圧電源装置燃料移送系配管・弁

・常設代替高圧電源装置～緊急用Ｍ／Ｃ～Ｍ／Ｃ ２Ｃ及び２Ｄ

電路

・緊急用Ｍ／Ｃ～緊急用ＭＣＣ電路

・燃料給油設備

ⅱ) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による非常用高圧母線へ

の給電 

ＨＰＣＳ Ｄ／ＧからＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）へ給電する手段が

ある。 

ＨＰＣＳ Ｄ／ＧによるＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への給電で使用

する設備は以下のとおり。単線結線図を第1.14.1－3図に示す。 

・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンク

・Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ
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・Ｍ／Ｃ ２Ｅ

・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ～Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ～Ｍ／Ｃ ２Ｅ～Ｍ／Ｃ２

Ｃ及び２Ｄ電路

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ～ＨＰＣ

Ｓ Ｄ／Ｇ流路

・軽油貯蔵タンク

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁

ⅲ) 緊急時対策室建屋ガスタービン発電機による非常用低圧母線へ

の給電 

緊急時対策室建屋ガスタービン発電機からＰ／Ｃ ２Ｄへ給電す

る手段がある。 

緊急時対策室建屋ガスタービン発電機によるＰ／Ｃ ２Ｄへの給

電で使用する設備は以下のとおり。単線結線図を第1.14.1－3図に

示す。 

・緊急時対策室建屋ガスタービン発電機

・緊急時対策室建屋ガスタービン発電機用燃料タンク

・緊急時対策室建屋ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ

・緊急時対策室建屋ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁

・緊急時対策室建屋ガスタービン発電機～Ｐ／Ｃ ２Ｄ電路

ⅳ) 可搬型代替交流電源設備による非常用低圧母線への給電 

可搬型代替交流電源設備を非常用所内電気設備に接続し，Ｐ／Ｃ 

２Ｃ・２Ｄへ給電する手段がある。 

可搬型代替交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとお
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り。単線結線図を第1.14.1－3図に示す。 

・可搬型代替低圧電源車

・可搬型代替低圧電源車～可搬型代替低圧電源車接続盤（西

側）又は（東側）～Ｐ／Ｃ ２Ｃ及び２Ｄ電路

・可搬型代替低圧電源車～常用ＭＣＣ（水処理建屋）～Ｐ／Ｃ

２Ｃ及び２Ｄ電路

・可搬型代替低圧電源車～常用ＭＣＣ（屋内開閉所）～Ｐ／Ｃ

２Ｄ電路

・燃料給油設備

(b) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替直流電源による給電

設計基準事故対処設備である非常用ディーゼル発電機の故障により

充電器を経由した直流設備への給電ができない場合は，代替直流電源

設備による給電にて炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力

を確保する。 

ⅰ) 所内常設直流電源設備による直流125V主母線盤への給電 

非常用ディーゼル発電機の故障により直流125V充電器Ａ・Ｂを経

由した直流設備への給電ができない場合は，常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備による給電を開始するまでの間，所内

常設直流電源設備により24時間にわたり直流設備へ給電する手段が

ある。 

所内常設直流電源設備による直流125V主母線盤への給電で使用す

る設備は以下のとおり。単線結線図を第1.14.1－4図に示す。 

・125V系蓄電池Ａ系

・125V系蓄電池Ｂ系

・125V系蓄電池Ａ系～直流125V主母線盤２Ａ電路
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・125V系蓄電池Ｂ系～直流125V主母線盤２Ｂ電路

ⅱ) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による直流125V主母線盤へ

の給電 

非常用ディーゼル発電機の故障，所内常設直流電源設備の蓄電池

の枯渇により直流設備への給電ができない場合は，ＨＰＣＳ Ｄ／

Ｇ及び直流125V予備充電器を組合わせて直流設備へ給電する手段が

ある。 

ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇによる直流125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）への給

電で使用する設備は以下のとおり。 

・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンク

・Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ

・ＭＣＣ ＨＰＣＳ

・直流125V予備充電器

・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ～Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ～ＭＣＣ ＨＰＣＳ～直流

125V予備充電器～直流125V主母線盤２Ａ及び２Ｂ電路

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ～ＨＰＣ

ＳＤ／Ｇ流路

・軽油貯蔵タンク

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁

ⅲ) 可搬型代替直流電源設備による直流125V主母線盤への給電 

非常用ディーゼル発電機の故障により，所内常設直流電源設備の

蓄電池の枯渇により直流設備への給電ができない場合は，可搬型代
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替低圧電源車及び可搬型整流器を組み合わせた可搬型代替直流電源

設備により直流125V主母線盤２Ａ（又は２Ｂ）へ給電する手段があ

る。 

可搬型代替直流電源設備による直流125V主母線盤への給電で使用

する設備は以下のとおり。単線結線図を第1.14.1－4図に示す。 

・可搬型代替低圧電源車 

・可搬型整流器 

・可搬型代替低圧電源車～可搬型代替低圧電源車接続盤（西

側）及び（東側）～可搬型整流器～直流125V主母線盤２Ａ及

び２Ｂ電路 

・燃料給油設備 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

常設代替交流電源設備による非常用高圧母線への給電で使用する設

備のうち，常設代替高圧電源装置，常設代替高圧電源装置～Ｍ／Ｃ 

２Ｃ及び２Ｄ電路，常設代替高圧電源装置燃料移送系配管・弁並びに

燃料給油設備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による非常用高圧母線への給

電で使用する設備のうち，ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機燃料油デイタンク，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ，Ｍ／Ｃ ２Ｅ，

ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ～Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ～Ｍ／Ｃ ２Ｅ～Ｍ／Ｃ ２Ｃ又は

２Ｄ電路，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ，高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ～ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，

軽油貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポン

プ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁は重

大事故等対処設備として位置付ける。 
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可搬型代替交流電源設備による非常用低圧母線への給電で使用する

設備のうち，可搬型代替低圧電源車，可搬型代替低圧電源車～可搬型

代替低圧電源車接続盤（西側）及び（東側）～Ｐ／Ｃ ２Ｃ及び２Ｄ

電路並びに燃料給油設備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

所内常設直流電源設備による直流125V主母線盤等への給電で使用す

る設備のうち，125V系蓄電池Ａ系，125V系蓄電池Ｂ系，125V系蓄電池

Ａ系～直流125V主母線盤２Ａ電路及び125V系蓄電池Ｂ系～直流125V主

母線盤２Ｂ電路は重大事故等対処設備として位置付ける。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による直流125V主母線盤への

給電で使用する設備のうち，ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，125V系蓄電池ＨＰＣ

Ｓ，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料油デイタンク，Ｍ／Ｃ 

ＨＰＣＳ，ＭＣＣ ＨＰＣＳ，ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ～Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ～

ＭＣＣ ＨＰＣＳ電路，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水

ポンプ，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ～ＨＰＣ

Ｓ Ｄ／Ｇ流路，軽油貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移

送系配管・弁は重大事故等対処設備として位置付ける。 

可搬型代替直流電源設備による直流125V主母線盤への給電で使用す

る設備のうち，可搬型代替低圧電源車，可搬型整流器，可搬型代替低

圧電源車～可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）及び（東側）～可搬

型整流器～直流125V主母線盤２Ａ及び２Ｂ電路並びに燃料給油設備は

重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備の故障で
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交流電源が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷等を防止する

ために必要な電力を確保できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため，自主対策設備として位置付ける。あわせて，その理由を

示す。 

・Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ～Ｍ／Ｃ ２Ｅ～Ｍ／Ｃ ２Ｃ又は２Ｄ電路 

耐震性は確保されていないが，Ｍ／Ｃ ２Ｅを経由する電路

の健全性が確認でき，ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇが健全であり，かつ高

圧炉心スプレイ系ポンプの停止が可能な場合において，重大

事故等の対処に必要な電源を確保するための手段として有効

である。 

・緊急時対策室建屋ガスタービン発電機，緊急時対策室建屋ガスタ

ービン発電機用燃料タンク，緊急時対策室建屋ガスタービン発電

機用燃料移送ポンプ，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機用燃

料移送系配管・弁及び緊急時対策室建屋ガスタービン発電機～Ｐ

／Ｃ ２Ｄ電路 

耐震性は確保されていないが，緊急時対策室建屋ガスター

ビン発電機等が健全である場合において，重大事故等の対処

に必要な電源を確保するための手段として有効である。 

・可搬型代替低圧電源車～常用ＭＣＣ（水処理建屋）～Ｐ／Ｃ ２

Ｃ及び２Ｄ電路並びに可搬型代替低圧電源車～常用ＭＣＣ（屋内

開閉所）～Ｐ／Ｃ ２Ｄ電路 

耐震性は確保されていないが，電路が健全である場合にお

いて，重大事故等の対処に必要な電源を確保するための手段

として有効である。 
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・ＭＣＣ ＨＰＣＳ～直流125V予備充電器～直流125V主母線盤２Ａ

又は２Ｂ電路 

耐震性は確保されていないが，ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇが健全であ

り，かつ直流125V予備充電器を経由する電路の健全性が確認

できた場合において，重大事故等の対処に必要な直流電源を

確保するための手段として有効である。 

ｅ．代替海水送水による対応手段及び設備 

(a) 代替海水送水による電源給電機能の復旧

２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの機関冷却用の海水供給機

能が喪失することにより，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇに

よる非常用所内電気設備への給電ができない場合は，可搬型代替注水

大型ポンプにより２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系に海水を送水し，２Ｃ・２Ｄ 

Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの電源給電機能を復旧する手段がある。 

２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機海水系への代替送水による２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ又は

ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの電源給電機能の復旧で使用する設備は以下のとお

り。概要図を第1.14.1－5図に示す。 

・２Ｃ Ｄ／Ｇ

・２Ｄ Ｄ／Ｇ

・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ

・可搬型代替注水大型ポンプ

・可搬型代替注水大型ポンプ～２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ

Ｄ／Ｇ流路

・燃料給油設備
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(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

代替海水送水による電源給電機能の復旧のうち，２Ｃ Ｄ／Ｇ，２

Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇは重大事故等対処設備として位置付け

る。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備の故障で

交流電源が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷等を防止する

ために必要な電力を確保できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため，自主対策設備として位置付ける。あわせて，その理由を

示す。 

・可搬型代替注水大型ポンプ

車両の移動，設置及びホース接続等に時間を要し，想定す

る事故シーケンスに対して有効性を確認できないが，２Ｃ・

２Ｄ Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇが使用可能な場合は，２

Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機海水系に海水を送水し，２Ｃ・２Ｄ非

常用ディーゼル発電機海水系又は高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機海水系の冷却機能を確保することで，２Ｃ・２Ｄ 

Ｄ／Ｇ又はＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの電源給電機能を復旧できるた

め，重大事故等の対処に必要な電源を確保するための手段と

して有効である。 

・可搬型代替注水大型ポンプ～２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ

／Ｇ流路
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耐震性は確保されていないが，流路の健全性が確認できた

場合において，重大事故等の対処に必要な直流電源を確保す

るための手段として有効である。 

ｆ．燃料補給のための対応手段及び設備 

(a) 燃料給油設備による給油

ⅰ) 可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油 

重大事故等の対処で使用する可搬型代替低圧電源車，窒素供給

装置用電源車，可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大

型ポンプ等を必要な期間継続して運転させるため，燃料給油設備

により給油する手段がある。 

 可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油で使用する設備は

以下のとおり。 

・可搬型設備用軽油タンク

・タンクローリ

ⅱ) 軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置への給油 

重大事故等の対処で使用する常設代替高圧電源装置を必要な期

間継続して運転させるため，燃料給油設備により給油する手段が

ある。 

軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置への給油で使用する

設備は以下のとおり。 

・軽油貯蔵タンク

・常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備

可搬型設備用軽油タンクから各機器への給油で使用する設備のう

ち，可搬型設備用軽油タンク，タンクローリは重大事故等対処設備と
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して位置付ける。 

軽油貯蔵タンクから常設代替高圧電源装置への給油で使用する設備

のうち，軽油貯蔵タンク及び常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプは

重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備

が全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，重大事故等の対処で使用する設

備の燃料を確保し，必要な期間運転を継続することができる。 

ｇ．手順等 

上記「ａ．代替電源（交流）による対応手段及び設備」，「ｂ．代替

電源（直流）による対応手段及び設備」，「ｃ．代替所内電気設備によ

る対応手段及び設備」，「ｄ．非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代

替電源による対応手段及び設備」，「ｅ．代替海水送水による対応手段

及び設備」及び「ｆ．燃料補給のための対応手段及び設備」により選定

した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員等※１及び重大事故等対応要員の対応として

「非常時運転手順書Ⅱ（徴候ベース）」，「非常時運転手順書Ⅱ（停止

時徴候ベース）」，「ＡＭ設備別操作手順書」及び「重大事故等対策要

領」に定める（第1.14.1－1表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器についても整理する（第

1.14.1－2表）。 

さらに，他の条文にて選定した重大事故等対処設備と本条文にて選定

した給電手段との関連性についても整理する。 

※1 運転員等：運転員（当直運転員）及び重大事故等対応要員（運

転操作対応）をいう。 
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1.14.2 重大事故等時の手順 

1.14.2.1 代替電源（交流）による対応手順 

(1) 代替交流電源設備による給電

送電線及び開閉所が破損又は破損する可能性のある大規模自然災害が

発生した場合，並びに外部電源，２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／

Ｇによる給電が見込めない場合に，発電用原子炉及び使用済燃料プール

の冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となるＭ／Ｃ ２Ｃ（又

は２Ｄ）の電源を復旧する。重大事故等対応は，非常用母線の２Ｃ又は

２Ｄのいずれかの給電で行うことができるため，判断基準の明確化の観

点から，２Ｃを優先する手順としている。 

Ｍ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）受電操作完了後，直流 125V 充電器へ交流電

源を供給する。 

常設代替交流電源設備の起動操作を行い，常設代替交流電源設備によ

るＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）へ給電を行う。常設代替交流電源設備による

給電ができない場合は，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機による給

電を行う。緊急時対策室建屋ガスタービン発電機による給電ができない

場合は，可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）

又は（東側）接続）による給電を行う。可搬型代替交流電源設備（可搬

型代替低圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）による給電ができ

ない場合は，可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（水処理建屋）接続）

による給電を行う。可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（水処理建屋）

接続）による給電できない場合は，可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣ

Ｃ（屋内開閉所）接続）による給電を行う。 

代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電の優先順位は以
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下のとおり。 

1.常設代替交流電源設備

2.緊急時対策室建屋ガスタービン発電機

3.可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又

は（東側）接続）

4.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（水処理建屋）接続）

5.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（屋内開閉所）接続）

上記給電を継続するために常設代替交流電源設備である常設代替高圧

電源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車への

燃料給油を実施する。燃料の給油手順については，「1.14.2.6 燃料の

補給手順」にて整備する。 

(a) 手順着手の判断基準

［常設代替高圧電源装置の起動及びＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受電

準備開始の判断基準］ 

外部電源喪失，２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの機能喪失により

Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳへ給電できない場合。 

［緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の起動及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電

準備開始の判断基準］ 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇの機能喪失によ

り，Ｍ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失している状態で，緊急時

対策室建屋ガスタービン発電機の使用が可能な場合。 

［可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又

は（東側）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電準

備開始の判断基準］ 

外部電源，２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ及び常設代替高圧電源

163



1.14－25 

装置及び緊急時対策室建屋ガスタービン発電機による給電ができな

い場合。 

［可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（水処理建屋）接続）の起動

並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電準備開始の判断基準］ 

外部電源，２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，常設代替高圧電源装

置，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機及び可搬型代替交流電

源設備（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）及び（東側）接

続）による給電ができない場合。 

［可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（屋内開閉所）接続）の起動

並びにＰ／Ｃ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電準備開始の判断基準］ 

外部電源，２Ｃ・２Ｄ・ＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ，常設代替高圧電源装

置，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機，可搬型代替交流電源

設備（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）及び（東側）接続）

及び可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（水処理建屋）接続）

による給電ができない場合。 

(b) 操作手順

［優先1.常設代替高圧電源装置によるＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ受

電の場合］ 

常設代替高圧電源装置による代替所内電気設備を経由した非常用

所内電気設備への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フロ

ーを第1.14.2.1－1図及び第1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.1

－3図に，タイムチャートを第1.14.2.1－4図に示す。 

【常設代替高圧電源装置（2台）の中央制御室からの起動】 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に常設代替高

圧電源装置（2台）の中央制御室からの起動を指示する。
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②運転員等は，中央制御室にて常設代替高圧電源装置（2台）を起動

し，発電長に常設代替高圧電源装置（2台）の中央制御室からの起

動が完了したことを報告する。※１

※1 中央制御室からの起動が完了した場合は操作手順⑦へ

【常設代替高圧電源装置（2台）の現場からの起動の場合】 

③中央制御室からの起動に失敗した場合，発電長は，災害対策本部

長代理に常設代替高圧電源装置（2台）の現場からの起動を依頼す

る。

④災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に常設代替高圧電源

装置（2台）の現場からの起動を指示する。

⑤重大事故等対応要員は，屋外（常設代替高圧電源装置置場）にて

常設代替高圧電源装置（2台）を起動し，災害対策本部長代理に常

設代替高圧電源装置（2台）の起動が完了したことを報告する。

⑥災害対策本部長代理は，発電長に常設代替高圧電源装置（2台）の

現場からの起動が完了したことを連絡する。

【代替所内電気設備受電】 

⑦発電長は，運転員等に常設代替高圧電源装置（2台）による代替所

内電気設備への給電開始を指示する。

⑧運転員等は，中央制御室にて緊急用Ｍ／Ｃの受電遮断器を「入」

とし，緊急用Ｍ／Ｃを受電する。

⑨運転員等は，中央制御室にて緊急用Ｍ／Ｃへの給電を確認する。

⑩運転員等は，発電長に常設代替高圧電源装置（2台）による代替所

内電気設備への給電が完了したことを報告する。

【常設代替高圧電源装置（3台）の中央制御室からの追加起動】 

⑪発電長は，運転員等に常設代替高圧電源装置（3台）の中央制御室
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からの追加起動を指示する。 

⑫運転員等は，中央制御室にて常設代替高圧電源装置（3台）を追加

起動し，発電長に常設代替高圧電源装置（3台）の中央制御室から

の追加起動が完了したことを報告する。※２

※2 中央制御室からの起動が完了した場合は操作手順⑰へ

【常設代替高圧電源装置（3台）の現場からの追加起動の場合】 

⑬中央制御室からの起動に失敗した場合，発電長は，災害対策本部

長代理に常設代替高圧電源装置（3台）の現場からの追加起動を依

頼する。

⑭災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に常設代替高圧電源

装置（3台）の現場からの追加起動を指示する。

⑮重大事故等対応要員は，屋外（常設代替高圧電源装置置場）にて

常設代替高圧電源装置（3台）を追加起動し，災害対策本部長代理

に常設代替高圧電源装置（3台）の追加起動が完了したことを報告

する。

⑯災害対策本部長代理は，発電長に常設代替高圧電源装置（3台）の

現場からの追加起動が完了したことを連絡する。

⑰発電長は，運転員等に常設代替高圧電源装置（5台）による緊急用

Ｍ／Ｃを経由した非常用所内電気設備への給電開始を指示する。

⑱運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）の

受電前状態において異臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常が

ないことを外観点検により確認する。

⑲運転員等は，中央制御室又は原子炉建屋付属棟内にて給電準備と

してＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）及びＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの負荷遮断

器を「切」とし，動的負荷の自動起動防止のため操作スイッチを
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（又は給電を確認する）。 

⑰運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ及びＭ

ＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系の受電状態において異臭・発煙・破損・保

護装置の動作等異常がないことを外観点検により確認する。

⑱運転員等は，発電長に非常用所内電気設備の受電が完了したこと

を報告する。

なお，遮断器用制御電源の喪失により中央制御室からのＰ／Ｃ ２

Ｃ・２Ｄの遮断器操作ができない場合は，現場にて遮断器本体を手動

で投入して電路を構成する。 

［優先4.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（水処理建屋）接続）

の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］ 

可搬型代替交流電源設備による非常用低圧母線への給電手順の概

要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14.2.1－1図及び第

1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.1－9図に，タイムチャートを

第1.14.2.1－10図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対策本部長代理に

可搬型代替低圧電源車による水処理ＭＣＣ Ａ（又はＢ）及びＰ

／Ｃ ２Ａ－２（又はＰ／Ｃ ２Ｂ－２）を介したＰ／Ｃ ２Ｃ

（又は２Ｄ）への給電準備開始を依頼する。

②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬型代替低圧電

源車による水処理ＭＣＣ Ａ（又はＢ）及びＰ／Ｃ ２Ａ－２（又

はＰ／Ｃ ２Ｂ－２）を介したＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への給電

準備開始を指示する。

③発電長は，運転員等に可搬型代替低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ
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（又は２Ｄ）への給電準備開始を指示する。 

④重大事故等対応要員は，水処理建屋北側に可搬型代替低圧電源車

（2台）を配置し，可搬型代替低圧電源車から水処理ＭＣＣ Ａ

（又はＢ）まで可搬型代替低圧電源車用動力ケーブルを，可搬型

代替低圧電源車（2台）の間に可搬型代替低圧電源車用動力ケー

ブル及び並列運転用制御ケーブルを敷設し，接続する。

⑤重大事故等対応要員は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ ２Ａ－

２（又は２Ｂ－２）からＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）間に仮設ケー

ブルを敷設し，接続する。

⑥運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ ２Ａ－２（又は２

Ｂ－２）及びＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）の受電前状態において異

臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がないことを外観点検に

より確認する。

⑦運転員等は，中央制御室及び原子炉建屋付属棟内にて給電準備と

してＰ／Ｃ ２Ａ－２（又は２Ｂ－２）及びＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの

受電遮断器及び負荷遮断器を「切」とし，動的負荷の自動起動防

止のため操作スイッチを隔離するとともに，Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ

の負荷抑制のため，必要な負荷以外の遮断器を「切」とし，発電

長に可搬型代替低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への

給電準備が完了したことを報告する。

⑧重大事故等対応要員は，水処理ＭＣＣ Ａ（又はＢ）にて可搬型

代替低圧電源車からＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への電路への健全

性を絶縁抵抗測定により確認し，災害対策本部長代理に可搬型代

替低圧電源車による水処理ＭＣＣ Ａ（又はＢ）を介したＰ／Ｃ

２Ｃ（又は２Ｄ）への給電準備が完了したことを報告する。
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⑨災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替低圧電源車による水

処理ＭＣＣを介したＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への給電準備が完

了したことを連絡する。 

⑩発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車による水

処理ＭＣＣを介したＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への電路への給電

を依頼する。 

⑪災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬型代替低圧電

源車による水処理ＭＣＣを介したＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への

電路への給電開始を指示する。 

⑫重大事故等対応要員は，水処理建屋北側にて可搬型代替低圧電源

車（2台）の起動及び並列操作によりＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）へ

の電路への給電を実施し，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧

電源車による水処理ＭＣＣを介したＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）へ

の電路への給電が完了したことを報告する。 

⑬災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替低圧電源車（2台）

による水処理ＭＣＣを介したＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）への電路

への給電が完了したことを連絡する。 

⑭発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に非常用所内

電気設備の受電開始を指示する。 

⑮運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）

の受電前状態において異臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常

がないことを外観点検により確認する。 

⑯運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）

の可搬型代替低圧電源車からの受電遮断器を「入」とし，Ｐ／Ｃ 

２Ｃ（又は２Ｄ）及びＭＣＣ ２Ｃ系（又は２Ｄ系）を受電す
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る。 

⑰運転員等は，中央制御室にてＰ／Ｃ ２Ｄ（又は２Ｃ）の連絡遮

断器を「入」とし，Ｐ／Ｃ ２Ｄ（又は２Ｃ）及びＭＣＣ ２Ｄ系

（又は２Ｃ系）を受電する。

⑱運転員等は，中央制御室又は原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ ２

Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系の必要な負荷へ給電する。

⑲運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ及びＭ

ＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系の受電状態において異臭・発煙・破損・保

護装置の動作等異常がないことを外観点検により確認する。

⑳運転員等は，発電長に非常用所内電気設備の受電が完了したこと

を報告する。

なお，遮断器用制御電源の喪失により中央制御室からのＰ／Ｃ ２

Ｃ・２Ｄの遮断器操作ができない場合は，現場にて遮断器本体を手動

で投入して電路を構成する。 

［優先5.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（屋内開閉所）接続）

の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］ 

可搬型代替交流電源設備による非常用低圧母線への給電手順の概

要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14.2.1－1図及び第

1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.1－9図に，タイムチャートを

第1.14.2.1－10図に示す。 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，災害対策本部長代理に

可搬型代替低圧電源車による開閉所ＭＣＣ及びＰ／Ｃ ２Ｂ－２

を介したＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電準備開始を依頼する。

②災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬型代替低圧電

源車による開閉所ＭＣＣ及びＰ／Ｃ ２Ｂ－２を介したＰ／Ｃ ２
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Ｃ・２Ｄへの給電準備開始を指示する。 

③発電長は，運転員等に可搬型代替低圧電源車によるＰ／Ｃ ２

Ｃ・２Ｄへの給電準備開始を指示する。

④重大事故等対応要員は，屋内開閉所南側に可搬型代替低圧電源車

（2台）を配置し，可搬型代替低圧電源車から開閉所ＭＣＣまで

可搬型代替低圧電源車用動力ケーブルを，可搬型代替低圧電源車

（2台）の間に可搬型代替低圧電源車用動力ケーブル及び並列運

転用制御ケーブルを敷設し，接続する。

⑤重大事故等対応要員は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ ２Ｂ－

２からＰ／Ｃ ２Ｄ間に仮設ケーブルを敷設し，接続する。

⑥運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ ２Ｄの受電前状態

において異臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がないことを

外観点検により確認する。

⑦運転員等は，中央制御室及び原子炉建屋付属棟内にて給電準備と

してＰ／Ｃ ２Ｂ－２及びＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの受電遮断器及び負

荷遮断器を「切」とし，動的負荷の自動起動防止のため操作スイ

ッチを隔離するとともに，Ｐ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの負荷抑制のた

め，必要な負荷以外の遮断器を「切」とし，発電長に可搬型代替

低圧電源車によるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄへの給電準備が完了したこ

とを報告する。

⑧重大事故等対応要員は，開閉所ＭＣＣにて可搬型代替低圧電源車

からＰ／Ｃ ２Ｄ間の電路の健全性を絶縁抵抗測定により確認

し，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車による開閉所Ｍ

ＣＣを介したＰ／Ｃ ２Ｄへの給電準備が完了したことを報告す

る。
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⑨災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替低圧電源車による開

閉所ＭＣＣを介したＰ／Ｃ ２Ｄへの給電準備が完了したことを

連絡する。

⑩発電長は，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車による開

閉所ＭＣＣを介したＰ／Ｃ ２Ｄへの電路への給電を依頼する。

⑪災害対策本部長代理は，重大事故等対応要員に可搬型代替低圧電

源車による開閉所ＭＣＣを介したＰ／Ｃ ２Ｄへの電路への給電

開始を指示する。

⑫重大事故等対応要員は，開閉所ＭＣＣにて可搬型代替低圧電源車

（2台）の起動及び並列操作によりＰ／Ｃ ２Ｄへの電路への給電

を実施し，災害対策本部長代理に可搬型代替低圧電源車による開

閉所ＭＣＣを介したＰ／Ｃ ２Ｄへの電路への給電が完了したこ

とを報告する。

⑬災害対策本部長代理は，発電長に可搬型代替低圧電源車（2台）

による開閉所ＭＣＣを介したＰ／Ｃ ２Ｄへの電路への給電が完

了したことを連絡する。

⑭発電長は，運転員等に非常用所内電気設備の受電開始を指示す

る。

⑮運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ ２Ｄの受電前状態

において異臭・発煙・破損・保護装置の動作等異常がないことを

外観点検により確認する。

⑯運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ ２Ｄの可搬型代替

低圧電源車からの受電遮断器を「入」とし，Ｐ／Ｃ ２Ｄ及びＭ

ＣＣ ２Ｄ系を受電する。

⑰運転員等は，中央制御室にてＰ／Ｃ ２Ｃの連絡遮断器を「入」

172



1.14－40 

とし，Ｐ／Ｃ ２Ｃを受電する。 

⑱運転員等は，中央制御室又は原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ ２

Ｃ・２Ｄ及びＭＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系の必要な負荷へ給電する。

⑲運転員等は，原子炉建屋付属棟内にてＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ及びＭ

ＣＣ ２Ｃ系・２Ｄ系の受電状態において異臭・発煙・破損・保

護装置の動作等異常がないことを外観点検により確認する。

⑳運転員等は，発電長に非常用所内電気設備の受電が完了したこと

を報告する。

なお，遮断器用制御電源の喪失により中央制御室からのＰ／Ｃ ２

Ｃ・２Ｄの遮断器操作ができない場合は，現場にて遮断器本体を手動

で投入して電路を構成する。 

(c) 操作の成立性

［優先1.常設代替高圧電源装置の起動及びＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２

Ｄ受電の場合］ 

【常設代替高圧電源装置（2台）の中央制御室からの起動及び代替所

内電気設備受電】 

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してから常設代替高圧電源装置（2台）の

起動及び緊急用Ｍ／Ｃ受電完了まで4分以内で可能である。 

【常設代替高圧電源装置（2台）の現場からの起動及び代替所内電気

設備受電】 

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を重大

事故等対応要員2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断して

から常設代替高圧電源装置（2台）の起動及び緊急用Ｍ／Ｃ受電完

了まで40分以内で可能である。 
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【常設代替高圧電源装置（3台）の中央制御室からの追加起動及び非

常用所内電気設備受電】 

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を運転

員等（当直運転員）2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断

してから常設代替高圧電源装置（3台）の起動及びＭ／Ｃ ２Ｃ（又

は２Ｄ）受電完了まで92分以内で可能である。 

【常設代替高圧電源装置（3台）の現場からの追加起動及び非常用所

内電気設備受電】 

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を運転

員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員2名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから常設代替高圧電源装置（3台）

の起動及びＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）受電完了まで88分以内で可能

である。なお，中央制御室での常設代替高圧電源装置起動失敗に係

る時間を考慮すると92分以内で可能である。 

また，円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。 

［優先2.緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の起動及びＰ／Ｃ ２

Ｄ受電の場合］ 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，

現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員6名

にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから緊急時対策室建

屋ガスタービン発電機によるＰ／Ｃ 2Ｄ受電完了まで160分以内で

可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照

明及び通信連絡設備を整備する。 
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［優先3.可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車接続盤（西

側）又は（東側）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ

受電の場合］ 

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を運転

員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから可搬型代替低圧電源車の起動完

了まで170分以内で可能である。 

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名及び現場対応を運

転員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してからＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ受電まで

180分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照

明及び通信連絡設備を整備する。 

［優先4.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（水処理建屋）接続）

の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］ 

中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名，現場対応を運転

員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員6名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してからＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受

電まで455分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照

明及び通信連絡設備を整備する。 

［優先5.可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣＣ（屋内開閉所）接続）

の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の場合］ 

上記の操作は，中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名及
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び現場対応を運転員等（当直運転員）2名及び重大事故等対応要員6

名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからＰ／Ｃ ２Ｃ

及びＰ／Ｃ ２Ｄ受電まで455分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照

明及び通信連絡設備を整備する。 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電

ａ．所内常設直流電源設備による非常用所内電気設備への給電 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの機能喪失，常設代替交流電源

設備，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機及び可搬型代替交流電源設

備による交流電源の復旧ができない場合，所内常設直流電源設備である

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系から，24時間以上にわたり非常用所内電気設備

である直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂへ給電する。 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの機能喪失後，充電器を経由し

た直流母線（直流125V主母線盤）への給電から，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ

系による直流母線（直流125V主母線盤）への給電に自動で切り替わるこ

とを確認する。125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系の延命のため，全交流動力電源

喪失から1時間経過するまでに，中央制御室において簡易な操作でプラ

ントの状態監視に必要ではない直流125V主母線盤の直流負荷を切り離

し，その後，全交流動力電源喪失から8時間経過するまでに，中央制御

室外において必要な負荷以外の切り離しを実施することで，24時間以上

にわたり直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂへ給電する。 

所内常設直流電源設備から直流母線へ給電している24時間以内に，常

設代替交流電源設備，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機又は可搬型
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代替低圧電源車によりＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄを受電し，その後，直流125V

主母線盤２Ａ・２Ｂを受電して直流電源の機能を回復させる。なお，蓄

電池を充電する際は水素が発生するため，バッテリー室の換気を確保し

た上で，蓄電池の回復充電を実施する。 

(a) 手順着手の判断基準

【所内常設直流電源設備による非常用所内電気設備への給電の判断基

準】 

全交流動力電源喪失により，直流125V充電器Ａ及び直流125V充電

器Ｂの交流入力電源の喪失が発生した場合。 

【必要な負荷以外の切り離しの判断基準】 

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系から直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂへの自

動給電開始から1時間以内に常設代替高圧電源装置による代替所内

電気設備への給電がなく，常設代替高圧電源装置による直流125V充

電器Ａ・Ｂの交流入力電源の復旧が見込めない場合。 

(b) 操作手順

所内常設直流電源設備による非常用所内電気設備への給電手順の概

要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14.2.1－1図及び第

1.14.2.1－2図に，概要図を第1.14.2.2－1図に，タイムチャートを第

1.14.2.2－2図に示す。なお，125V系蓄電池ＨＰＣＳ系，中性子モニ

タ用蓄電池Ａ系，中性子モニタ用蓄電池Ｂ系による給電手段について

は，「1.14.2.7(2) 非常用直流電源設備による給電」にて整備す

る。 

【所内常設直流電源設備による非常用所内電気設備への自動給電確

認】 

①発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に125V系蓄電
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池Ａ系・Ｂ系による非常用所内電気設備への自動給電状態の確認

を指示する。 

②運転員等は，中央制御室にて直流125V充電器Ａ・Ｂの交流入力電

源が喪失したことを「非常用高圧母線２Ｃ・２Ｄ低電圧」警報に

より確認する。

③運転員等は，中央制御室にて125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による直流

125V主母線盤２Ａ・２Ｂ，直流125VＭＣＣ ２Ａ系及び直流125V

分電盤２Ａ系・２Ｂ系への自動給電状態に異常がないことを直流

125V主母線盤２Ａ・２Ｂの電圧指示値により確認し，発電長に直

流125V主母線盤２Ａ・２Ｂ，直流125VＭＣＣ ２Ａ系及び直流

125V分電盤２Ａ系・２Ｂ系へ自動給電されていることを報告す

る。

【必要な負荷以外の切離し】 

④発電長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員等に125V系蓄電

池Ａ系・Ｂ系の延命処置として，1時間以内に中央制御室にて簡

易な操作でプラントの状態監視に必要ではない負荷を切り離し，

8時間後に現場にて必要な負荷以外の切離しを指示する。

⑤運転員等は，中央制御室及び原子炉建屋付属棟内にて125V系蓄電

池Ａ系・Ｂ系の延命処置として必要な負荷以外の切り離しを実施

し，発電長に必要な負荷以外の切り離しが完了したことを報告す

る。

(c) 操作の成立性

【所内常設直流電源設備による非常用所内電気設備への自動給電確

認】 

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂへの
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機燃料移送ポンプのスイッチ位置が自動になっていることを確認

し，発電長に自動燃料給油状態になっていることを報告する。 

(c) 操作の成立性

軽油貯蔵タンクから２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料移送

ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ

を用いての２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇへの給油につい

ては，運転員の操作は不要である。 

1.14.2.8 その他の手順項目について考慮する手順 

可搬型代替注水大型ポンプにより送水を行う手順については，「1.13 重

大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は「1.15 事故時の計装に

関する手順等」にて整備する。 

1.14.2.9 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フロ

ーチャートを第 1.14.2.8－1 図に示す。 

(1) 代替電源（交流）による対応手段

全交流動力電源喪失時に炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使

用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体

の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するための給電手段とし

て，常設代替交流電源設備，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機及び可

搬型代替交流電源設備による給電がある。 

短期的には低圧代替注水設備（常設）への給電，中期的には発電用原子

炉及び原子炉格納容器の除熱で用いる残留熱除去系への給電が主な目的と
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なることから，これらの必要な負荷を運転するための十分な容量があり，

かつ短時間で電力供給が可能である常設代替交流電源設備（優先1）によ

る給電を優先する。 

常設代替交流電源設備から給電できない場合は，緊急時対策室建屋ガス

タービン発電機（優先2）から給電する。緊急時対策室建屋ガスタービン

発電機から給電できない場合は，可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低

圧電源車接続盤（西側）又は（東側）接続）（優先3）から給電する。可

搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車接続盤（西側）又は（東

側）接続）から給電できない場合は，可搬型代替交流電源設備（常用ＭＣ

Ｃ（水処理建屋）接続）（優先4）から給電する。可搬型代替交流電源設

備（常用ＭＣＣ（水処理建屋）接続）から給電できない場合は，可搬型代

替交流電源設備（常用ＭＣＣ（屋内開閉所）接続）（優先5）から給電す

る。 

上記の手順を連続して実施した場合，直流125V主母線盤の受電完了まで

約1294分で実施可能であり，所内常設直流電源設備から給電されている24

時間以内に十分な余裕を持って給電を開始する。 

(2) 代替電源（直流）による対応手段

全交流動力電源喪失時，直流母線への直流電源が給電できない場合の対

応手段として，所内常設直流電源設備，常設代替直流電源設備及び可搬型

代替直流電源設備がある。 

原子炉圧力容器への注水として用いる原子炉隔離時冷却系及び高圧代替

注水系，発電用原子炉の減圧に用いる逃がし安全弁（自動減圧機能），原

子炉格納容器内の減圧及び除熱で用いる格納容器圧力逃がし装置への給電

が主な目的となる。短時間で給電が可能であり，長期間にわたる運転が期

待できる手段から優先して準備する。 
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全交流動力電源の喪失により直流125V充電器Ａ・Ｂを経由した直流125V

主母線盤２Ａ・２Ｂへの給電ができない場合は，代替交流電源設備による

給電を開始するまでの間，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系及び緊急用125V系蓄電

池を使用することで24時間にわたり原子炉隔離時冷却系の運転及び逃がし

安全弁（自動減圧機能）の作動等に必要な直流電源の給電を行う。 

なお，所内常設直流電源設備及び常設代替直流電源設備は，直流125V充

電器Ａ・Ｂ及び緊急用直流125V充電器の交流入力電源の喪失と同時に非常

用所内電気設備である直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂ及び代替所内電気設備

である緊急用直流125V主母線盤に無停電で自動給電される。 

全交流動力電源喪失後，24時間以内に代替交流電源設備による給電操作

が完了する見込みがない場合は，可搬型代替直流電源設備を用いて直流

125V主母線盤２Ａ・２Ｂ及び緊急用直流125V主母線盤へ給電する。 

代替交流電源設備により交流電源が復旧した場合は，直流125V充電器

Ａ・Ｂ及び緊急用125V充電器を受電して直流電源の機能を回復させる。 

直流125V蓄電池Ａ系・Ｂ系が枯渇した場合は，遮断器の制御電源が喪失

しているため，遮断器を手動で投入してから代替交流電源設備により交流

電源を復旧し，直流125V充電器盤Ａ・Ｂを経由して直流125V主母線盤２

Ａ・２Ｂに給電して直流電源の機能を回復させる。 
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第 1.14.1－2 表 重大事故等対処に係る監視計器 
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1.14.1－1 図 機能喪失原因対策分析（交流） 
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第 1.14.1－2 図 機能喪失原因対策分析（直流） 
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第1.14.1－4図 直流電源単線結線図（1／３） 
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第 1.14.2.1－3 図 常設代替高圧電源装置によるＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ

受電の概要図 

201



1.14－118 

第 1.14.2.1－4 図 常設代替高圧電源装置によるＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ

受電手順のタイムチャート（１／２） 
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第 1.14.2.1－4 図 常設代替高圧電源装置によるＭ／Ｃ ２Ｃ又はＭ／Ｃ ２Ｄ

受電手順のタイムチャート（２／２） 
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第 1.14.2.1－7 図 可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車接続盤

（西側）又は（東側）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及

びＰ／Ｃ ２Ｄ受電の概要図 
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第 1.14.2.1－8 図 可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車接続盤

（西側）又は（東側）接続）の起動並びにＰ／Ｃ ２Ｃ及

びＰ／Ｃ ２Ｄ受電手順のタイムチャート 

207











1.14－128 

第 1.14.2.2－1 図 所内常設直流電源設備による非常用所内電気設備への給電

手順の概要図 
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第 1.14.2.2－2 図 所内常設直流電源設備による非常用所内電気設備への給電

手順のタイムチャート 
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第 1.14.2.2－3 図 可搬型代替直流電源設備（可搬型代替交流電源車接続盤

（西側）又は（東側）接続）による給電手順の概要図 
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第 1.14.2.2－4 図 可搬型代替直流電源設備（可搬型代替交流電源車接続盤

（西側）又は（東側）接続）による給電手順のタイムチ

ャート 
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第 1.14.2.3－1 図 常設代替交流電源設備による代替所内電気設備（緊急用Ｍ

／Ｃ経由，Ｍ／Ｃ ２Ｃへ給電の場合）への給電手順の概

要図 
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第 1.14.2.3－2 図 常設代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電手

順タイムチャート 
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第 1.14.2.3－3 図 可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車接続盤

（西側）又は（東側）接続）の起動及び緊急用Ｐ／Ｃ受

電の概要図 
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第 1.14.2.3－4 図 可搬型代替交流電源設備（可搬型代替低圧電源車接続盤

（西側）又は（東側）接続）の起動及び緊急用Ｐ／Ｃ受

電の手順のタイムチャート 
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第 1.14.2.3－5 図 常設代替直流電源設備による代替所内電気設備への給電の

概要図 
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添付資料 1.14.2 

重大事故対策の成立性 

1．常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電

ａ．操作概要

外部電源が喪失した場合は，常設代替高圧電源装置（2台）により代替

所内電気設備である緊急用Ｍ／Ｃ，緊急用Ｐ／Ｃに給電する。 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障によりＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの

母線電圧が喪失した場合は，常設代替交流電源設備である常設代替高圧電

源装置（3台）の追加により代替所内電気設備である緊急用Ｍ／Ｃを経由

して非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）に給電する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋付属棟地下1階，地下2階（非管理区域） 

屋外（常設代替高圧電源装置置場） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電に必要な要員

数及び所要時間は以下のとおり。 

【常設代替高圧電源装置（2台）の中央制御室からの起動及び代替所内

電気設備受電】 

必要要員数：1名（運転員等（当直運転員）1名） 

所要時間目安※１：作業開始を判断してから常設代替高圧電源装置（2

台）の起動及び緊急用Ｍ／Ｃ受電完了までの所要

時間を4分以内。 

※1 所要時間目安は，模擬により算定した時間
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【常設代替高圧電源装置（2台）の現場からの起動及び代替所内電気設

備受電】 

必要要員数：3名（運転員等（当直運転員）1名），重大事故等対応要

員2名） 

所要時間目安※２：作業開始を判断してから常設代替高圧電源装置（2

台）の起動及び緊急用Ｍ／Ｃ受電完了までの所要

時間を40分以内。 

※2 所要時間目安は，模擬により算定した時間

【常設代替高圧電源装置（3台）の中央制御室からの起動及び非常用所

内電気設備受電】 

必要要員数：3名（運転員等（当直運転員）3名）） 

所要時間目安※３：作業開始を判断してから常設代替高圧電源装置（3

台）の起動及びＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）受電完了

までの所要時間を常設代替高圧電源装置の中央制

御室からの起動の場合92分以内。 

※3 所要時間目安は，模擬により算定した時間

【常設代替高圧電源装置（3台）の現場からの起動及び代替所内電気設

備受電】 

必要要員数：5名（運転員等（当直運転員）3名），重大事故等対応要

員2名） 

所要時間目安※４：作業開始を判断してから常設代替高圧電源装置（3

台）の起動及びＭ／Ｃ ２Ｃ（又は２Ｄ）受電完了

までの所要時間を88分以内。 

※4 所要時間目安は，模擬により算定した時間
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2．緊急時対策室建屋ガスタービン発電機による非常用所内電気設備への給電 

ａ．操作概要 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障又は，代替所内電気設備で

ある緊急用Ｍ／Ｃの故障によりＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失した

場合は，緊急時対策室建屋ガスタービン発電機により非常用所内電気設備

であるＰ／Ｃ ２Ｄに給電する。 

ｂ．作業場所 

緊急時対策室建屋エリア 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

緊急時対策室建屋ガスタービン発電機による非常用所内電気設備への給

電に必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 

必要要員数：9名（運転員等（当直運転員）3名），重大事故等対応要

員6名） 

所要時間目安※１：作業開始を判断してから緊急時対策室建屋ガスタ

ービン発電機の受電完了までの所要時間を160分以

内。 

※1 所要時間目安は，模擬により算定した時間

ｄ．操作の成立性 

作業環境：ヘッドライト及びＬＥＤライトにより，夜間における作業性

を確保している。 

また，放射性物質が放出される可能性があることから，操作

は放射線防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手

袋）を装備又は携行して作業を行う。 

移動経路：ヘッドライト及びＬＥＤライトを携帯しており，夜間におい

ても接近可能である。また，アクセスルート上に支障となる
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設備はない。 

連絡手段：携行型有線通話装置，衛星電話設備（固定型，携帯型），無

線連絡設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備

（固定電話機，ＰＨＳ端末），送受話器（ページング）のう

ち，使用可能な設備により，中央制御室及び災害対策本部と

の連絡が可能である。 
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3．可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電 

ａ．操作概要 

常設代替交流電源設備又は代替所内電気設備である緊急用Ｍ／Ｃの故障

によりＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失した場合は，可搬型代替交流

電源設備である可搬型代替低圧電源車により非常用所内電気設備であるＰ

／Ｃ ２Ｃ・２Ｄに給電する。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋西側可搬型代替低圧電源車設置エリア又は原子炉建屋東側可

搬型代替低圧電源車設置エリア 

原子炉建屋付属棟地下1階，地下2階（非管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電に必要な要

員数及び所要時間は以下のとおり。 

【可搬型代替低圧電源車の起動】 

必要要員数：9名（運転員等（当直運転員）3名），重大事故等対応要

員6名） 

所要時間目安※１：作業開始を判断してから可搬型代替低圧電源車（2

台）の起動完了までの所要時間を170分以内。 

※1 所要時間目安は，模擬により算定した時間

【非常用所内電気設備受電】 

必要要員数：9名（運転員等（当直運転員）3名），重大事故等対応要

員6名） 

所要時間目安※２：作業開始を判断してからＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ受電完

了までの所要時間を180分以内。 

※2 所要時間目安は，模擬により算定した時間
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ｄ．操作の成立性 

作業環境：車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤライトにより，

夜間における作業性を確保している。 

また，放射性物質が放出される可能性があることから，操作

は放射線防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手

袋）を装備又は携行して作業を行う。 

移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト及びＬＥＤライトを

携帯しており，夜間においても接近可能である。また，アク

セスルート上に支障となる設備はない。

連絡手段：携行型有線通話装置，衛星電話設備（固定型，携帯型），無

線連絡設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備

（固定電話機，ＰＨＳ端末），送受話器（ページング）のう

ち，使用可能な設備により，中央制御室及び災害対策本部と

の連絡が可能である。 

可搬型代替低圧電源車 

227



1.14－166 

低圧ケーブル接続箇所（可搬型代替低圧電源車） 

操作盤 
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4．可搬型代替交流電源設備による常用ＭＣＣ（水処理建屋）を介した非常用

所内電気設備への給電 

ａ．操作概要 

常設代替交流電源設備又は代替所内電気設備である緊急用Ｍ／Ｃの故障

によりＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失した場合は，可搬型代替交流

電源設備である可搬型代替低圧電源車により非常用所内電気設備であるＰ

／Ｃ ２Ｃ・２Ｄに給電する。 

ｂ．作業場所 

水処理建屋 

原子炉建屋付属棟地下1階又は地下2階（非管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電に必要な要

員数及び所要時間は以下のとおり。 

【可搬型代替低圧電源車の起動】 

必要要員数：9名（運転員等（当直運転員）3名），重大事故等対応要

員6名） 

所要時間目安※１：作業開始を判断してから可搬型代替低圧電源車（2

台）の起動完了までの所要時間を445分以内。 

※1 所要時間目安は，模擬により算定した時間

【非常用所内電気設備受電】 

必要要員数：9名（運転員等（当直運転員）3名），重大事故等対応要

員6名） 

所要時間目安※２：作業開始を判断してからＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ受電完

了までの所要時間を455分以内。 

※2 所要時間目安は，模擬により算定した時間
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5．可搬型代替交流電源設備による常用ＭＣＣ（屋内開閉所）を用いた非常用

所内電気設備への給電 

ａ．操作概要 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障又は，代替所内電気設備で

ある緊急用Ｍ／Ｃの故障によりＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの母線電圧が喪失した

場合は，可搬型代替低圧電源車により常用ＭＣＣ（屋内開閉所）を用いた

非常用所内電気設備であるＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄに給電する。 

ｂ．作業場所 

屋外 

屋内開閉所 

原子炉建屋付属棟地下1階（非管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電に必要な要

員数及び所要時間は以下のとおり。 

【可搬型代替低圧電源車の起動】 

必要要員数：9名（運転員等（当直運転員）3名），重大事故等対応要

員6名） 

所要時間目安※１：作業開始を判断してから可搬型代替低圧電源車（2

台）の起動完了までの所要時間を445分以内。 

※1 所要時間目安は，模擬により算定した時間

【非常用所内電気設備受電】 

必要要員数：9名（運転員等（当直運転員）3名），重大事故等対応要

員6名） 

所要時間目安※２：作業開始を判断してからＰ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄ受電完

了までの所要時間を455分以内。 
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※2 所要時間目安は，模擬により算定した時間

ｄ．操作の成立性 

作業環境：車両の作業用照明，ヘッドライト及びＬＥＤライトにより，

夜間における作業性を確保している。 

また，放射性物質が放出される可能性があることから，操作

は放射線防護具（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手

袋）を装備又は携行して作業を行う。 

移動経路：車両のヘッドライトの他，ヘッドライト及びＬＥＤライトを

携帯しており，夜間においても接近可能である。また，アク

セスルート上に支障となる設備はない。

連絡手段：携行型有線通話装置，衛星電話設備（固定型，携帯型），無

線連絡設備（固定型，携帯型），電力保安通信用電話設備

（固定電話機，ＰＨＳ端末），送受話器（ページング）のう

ち，使用可能な設備により，中央制御室及び災害対策本部と

の連絡が可能である。 
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6．所内常設直流電源設備による非常用所内電気設備への給電 

ａ．操作概要 

外部電源喪失及び２Ｃ・２Ｄ Ｄ／Ｇの故障によりＭ／Ｃ ２Ｃ・２Ｄの

母線電圧が喪失し，非常用所内電気設備である直流125V充電器Ａ・Ｂの交

流入力電源が喪失した場合は，所内常設直流電源設備である125V系蓄電池

Ａ系・Ｂ系から非常用所内電気設備である直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂに

自動給電する。 

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系は，自動給電開始から1時間以内に中央制御室

において簡易な操作でプラントの状態監視に必要ではない直流負荷を切り

離すことにより8時間，その後，中央制御室外において必要な負荷以外を

切り離すことで，常設代替交流電源設備（又は可搬型代替交流電源設備）

による給電を開始するまで最大24時間にわたり，直流125V主母線盤２Ａ・

２Ｂへ給電する。 

なお，125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系による直流125V主母線盤２Ａ・２Ｂへの

自動給電については，運転員の操作は不要である。 

ｂ．作業場所 

原子炉建屋付属棟1階（非管理区域） 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

所内常設直流電源設備による非常用所内電気設備への給電のうち，中央

制御室外において不要直流負荷の切り離しに必要な要員数及び所要時間は

以下のとおり。 

必要要員数：3名（運転員等（当直運転員）3名）） 

所要時間目安※１：540分以内 

※1 所要時間目安は，模擬により算定した時間

ｄ．操作の成立性 
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作業環境：常用照明消灯時においても，ヘッドライト又はＬＥＤライト

を携行している。操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具

（全面マスク，個人線量計，綿手袋，ゴム手袋）を装備又は

携行して作業を行う。 

移動経路：ヘッドライト・ＬＥＤライトを携行しており接近可能であ

る。 

連絡手段：携行型有線通話装置，電力保安通信用電話設備（固定電話

機，ＰＨＳ端末），送受話器（ページング）のうち，使用可

能な設備より，中央制御室との連絡が可能である。 

不要直流負荷切離し（NFB） 

不要負荷切離し（遮断器） 
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